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第１ 指定管理者制度導入について 

 
１ 指定管理者制度導入の趣旨 

北区では、多様化する区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応や、効率的で効

果的な区民サービスを提供するため、公の施設の管理を包括的に代行する指

定管理者制度を積極的に導入しています。 
北区立公園・児童遊園については、既に、荒川岩淵関緑地（荒川河川敷）

バーベキュー場及び駐車場において制度導入してきましたが、「北区経営改革

プラン 2020」の重点推進項目に定められていることを踏まえ、令和４年度か

らは４地区 16 公園等へ拡大し、民間事業者のノウハウを活かした区民サービ

スの提供により、公園管理の質の向上が図られています。 

また、区が令和３年３月に策定した「北区公園総合整備構想」に掲げた基

本理念を踏まえ、より公園等が区民にとって愛着ある魅力的な空間となるよ

うな管理・運営が求められております。 

これらを踏まえ、本公募では民間事業者が持つノウハウやアイデア、専門

性等を活用することにより、さらなる公園の活性化や賑わいを創出するな

ど、公園の魅力向上とともに、より効率的で効果的な管理を目指します。 
そのため、公園が持つポテンシャルを発揮するため、イベント開催をはじ

めとする様々なソフト事業を展開し、区民サービスの向上と賑わいの創出を

実現していくことが重要であると考えておりますので、区では指定管理者が

柔軟な発想で本公募の企画立案をされることが重要事項と捉えております。 
応募にあたっては、「北区指定管理者制度ガイドライン」や「北区公園総合

整備構想」に基づく区の方針を十分に認識し、施設の設置目的等を理解の

上、草刈、樹木剪定、公園清掃、修繕、区民対応等基本的な公園の維持管理

業務が着実に実施されることともに、本要項に基づく創意工夫ある提案を期

待しています。 

 
２ 公募の範囲、本要項の位置付け 

北区立公園・児童遊園を対象に、区内を通る都道環状七号線を境界線として、

以北の区域を「赤羽地区」、以南の区域を「王子・滝野川地区」とし、二つの

地区に分け公募します。ただし、別紙１「北区立公園・児童遊園配置図」のと

おり、荒川緑地地区は、指定管理公募の対象外とします。 

本要項は、王子・滝野川地区の公園指定管理者を公募、選定するために定め

た要項です。 
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３ 指定期間 
令和７年４月１日から令和 10 年３月 31 日まで（３年間） 

 
４ 事業収益 

以下の収益は、指定管理者の収入とします。ただし、実績が収支計画上の予

定額を大きく上回った場合には、区と協議の上、収入の一部を公園施設改修や

公園の魅力向上に資する事業など、公園・児童遊園に還元することとします。 
（１）有料公園施設の利用料金収入 

有料公園施設の利用料金収入は、指定管理者の収入とします。 
（２）提案事業収益 

区の承認を得た提案事業による収益は、指定管理者の収入とします。 
（３）自主事業収益 

区の承認を得た自主事業による収益は、自動販売機によるものを除き、

指定管理者の収入とします。 
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第２ 事業概要 

 
１ 北区立公園・児童遊園の設置目的 
（１）公園 

北区立公園は、都市公園法、北区立公園条例（以下、「公園条例」という。）

に基づき、区民の福祉の増進に資することを目的に設置されています。 
（２）児童遊園 

北区立児童遊園は、北区立児童遊園条例（以下、「児童遊園条例」という。）

に基づき、児童の健全な発達と体位の向上に寄与することを目的として設

置されています。 

 
２ 施設概要 
（１）名称・所在地等 

対象の公園・児童遊園は、以下の別紙のとおり、公園 55 ヶ所、児童遊園

62 ヶ所、合計 117 ヶ所となります。 

・別紙２「北区立公園・児童遊園一覧（王子・滝野川地区）」 

 

（２）休園日・開園時間 
ア 名主の滝公園 

公園条例施行規則記載の休園日、開園時間・使用時間、入園時間に従  

って運用します。 
休園日 12 月 29 日から翌年１月４日まで 

開園時間・使用時間 

 ７月 15 日から９月 15 日まで 午前 9：00～午後６：00 

 それ以外の期間       午前 9：00～午後５：00 

入園時間 閉園時間の 30 分前まで 

 イ それ以外の公園 
 公園条例施行規則において休園日・開園時間は設定されていませんが、

運用上、別紙３「夜間閉鎖している公園・児童遊園一覧（王子・滝野川

地区）」のとおり、一部の公園・児童遊園では管理上、夜間閉鎖していま

す。 

 
（３）公園管理事務所、窓口業務の時間   

ア 拠点事務所 

   飛鳥山公園管理事務所にて、公園利用者の問合せ窓口、公園施設の予約、

料金徴収のほか、区との連絡など公園等の総括管理を行います。このため、
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必ず毎日（お盆、年末年始を含む。）職員が常駐してください。 

     窓口業務 午前 8：30～午後 5：15 

料金徴収業務 午前 8：30～午後４：30 

イ その他 

    拠点事務所を補完する場所として、その他の公園・児童遊園にある事務

所・詰所（別紙４「北区立公園・児童遊園の事務所の有無一覧(王子・滝野

川地区)」）も、区と協議の上使用可能です。 

 

（４）施設 
ア 有料公園施設 

公園条例施行規則記載の休園日、開園時間・使用時間に従って運用しま

す。また、公園に併設されているスポーツ施設や文化施設は、対象から除

きます。 
なお、駐車場の開場時間は、今後、協議事項となる場合があります。 

（ｱ）飛鳥山公園駐車場（ゲート式自動料金精算システム） 

収容台数  25 台（大型車３台、身障者用３台、普通車 19 台） 

開場時間  8：30～18：30 

料  金  1 台 30 分 600 円（大型車両）、150 円（その他の車両） 

休 場 日  12 月 29 日から 1月 3日まで 

（ｲ）飛鳥舞台（飛鳥山公園内） 

利用時間  9：00～12：00、13：00～16：00（半日単位） 

使 用 料  一回（半日）4,930 円（区民）、7,390 円（区民以外） 

（ｳ）中央公園駐車場（ゲート式自動料金精算システム） 

収容台数  普通車 36 台 

開場時間  ４月～９月 5：45～22：30 

      10 月～３月 6:45～22：30 

料  金  1 台 30 分 150 円 

（北区立中央公園文化センターの利用者は、30 分未満無 

料） 

休 場 日  12 月 29 日から 1月 3日まで 

（ｴ）名主の茶屋(名主の滝公園内) 

   広 さ 等  ８帖、３帖、待合、水屋、玄関、トイレ 

      利用時間  午前 9:00～12:00 

         午後 13:00～16:00 

         一日 9:00～16:00 

料  金  区民 午前もしくは午後 1,230 円 



 

5 

 

            一日 2,460 円 

      以外 午前もしくは午後 1,840 円 

            一日 3,680 円 

   休 場 日  12 月 29 日から 1月 4日まで 

（ｵ）緑陰亭、洗心亭（名主の滝公園内） 

   広 さ 等    各 10 帖 

   利用時間  午前 9:00～12:00 

         午後 13:00～16:00 

         一日 9:00～16:00 

料  金  区民 午前もしくは午後 １室 740 円 

                  一日 １室 1,480 円 

      以外 午前もしくは午後 １室 1,110 円 

                  一日 １室 2,220 円 

   休 場 日  12 月 29 日から 1月 4日まで 

 

イ 親水施設 

  運転時間は、午前 10:00～16：00 までです。 

(ｱ)飛鳥山公園 

  運転日  5 月 1 日～６月３０日※土日祝日のみ運転 

       7 月 1 日～８月３１日※毎日運転 

９月１日～９月１０日※土日祝日のみ運転 

  清掃日  第 1・3 金曜日（５月～９月） 

(ｲ)音無親水公園 

運転日  5 月 1 日～６月３０日※土日祝日のみ運転 

       7 月 1 日～８月３１日※毎日運転 

９月１日～９月１０日※土日祝日のみ運転 

  清掃日  第 1・3 水曜日（５月～９月） 

(ｳ)神谷堀公園 

 運転日  6 月 1 日～６月３０日※土日祝日のみ運転 

       7 月 1 日～８月３１日※毎日運転 

９月１日～９月１０日※土日祝日のみ運転 

清掃日  第 1・3 木曜日（６月～９月） 

 (ｴ)滝野川公園 

運転日  5 月 1 日～６月３０日※土日祝日のみ運転 

       7 月 1 日～８月３１日※毎日運転 

９月１日～９月１０日※土日祝日のみ運転 
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清掃日  第 1・3 木曜日（５月～９月） 

 (ｵ)田端新町公園 

 運転日  ６月 1日～６月３０日※土日祝日のみ運転 

        ７月 1日～８月３１日※毎日運転 

９月１日～９月１０日※土日祝日のみ運転 

清掃日  第 2・4 水曜日（６月～９月） 

(ｶ)中央公園 

 運転日  ７月 1日～８月３１日※毎日運転 

９月１日～９月１０日※土日祝日のみ運転 

  清掃日  第 1・3 金曜日（７月～９月） 

(ｷ)豊島公園 

  運転日  ６月 1日～６月３０日※土日祝日のみ運転 

       7 月 1 日～８月３１日※毎日運転 

９月１日～９月１０日※土日祝日のみ運転 

清掃日  第 2・4 水曜日（６月～９月） 

(ｸ)西ケ原みんなの公園 

運転日  5 月 1 日～６月３０日※土日祝日のみ運転 

       7 月 1 日～８月３１日※毎日運転 

９月１日～９月１０日※土日祝日のみ運転 

清掃日  第 1・3 火曜（5 月～９月） 

(ｹ)堀船公園 

 運転日  6 月 1 日～６月３０日※土日祝日のみ運転 

       7 月 1 日～８月３１日※毎日運転 

９月１日～９月１０日※土日祝日のみ運転 

清掃日  第 2・4 火曜日（６月～９月） 

 (ｺ)ちんちん山児童遊園 

運転日  7 月２1日～８月３１日※毎日運転 

     （小学校夏季休業期間） 

清掃日  運転開始前ほか、適宜 

(ｻ)名主の滝公園（観賞用）    

運転日  男
お

滝のみ通年(女
め

滝、独鈷
ど っ こ

の滝、湧
ゆう

玉
ぎょく

の滝は停止中) 

清掃日  第 2・4 月曜日（５～10 月） 

     第４月曜日（11～４月） 

(ｼ)音無さくら緑地 

運転日  停止中（節電のため） 
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清掃日  適宜 

 

ウ 特別な管理が必要な施設 

飛鳥山公園内にある Park-PFI における公募対象公園施設、児童エリ

アのトイレは、指定管理者の管理対象外とします。 
（ｱ）リバーサイドスクエア（都電荒川線「王子駅前」駅付近、石神井川） 

石神井川の臭気・スカム対策のため水流発生装置を設置・稼働して 
おり、音無親水公園の管理と一体的に行っています。      
施 設 等    水流発生装置、石神井川ＲＳＳ・右岸管理地、 

          貯留槽（王子桜橋からの放水用、石神井川管理通路下） 
    主な作業  水流発生装置の引き上げ・吊りおろし等の管理、石神井

ＲＳＳ・右岸管理地の清掃・除草、貯留槽清掃等 
（ｲ）あすかパークレール（自走式モノレール）（飛鳥山公園内） 

定  員  16 名（いす席 6名、立ち席 10 名） 

運転時間  10：00～16：00 

料  金  無料 

運 休 日  12 月 29 日から 1月 3日まで 

保守点検日 毎月第１木曜日、午前 10 時～12 時運休 

（４月のみ第三木曜日） 

7 月第一木曜日は、年次点検のため終日運行停止 

（ｳ）西ケ原みんなの公園管理事務所多目的室 
    地域との連携の一環として、多目的室を登録団体へ貸出ししています。 

 
エ 便益施設（トイレ） 

 公衆トイレの快適性、清潔さの向上は、公園行政の喫緊の課題とな

っています。以下の別紙のとおり、運用上、夜間施錠している車いす使

用者用便房（バリアフリートイレ、だれでもトイレ）があります。引き

続き施錠、解錠してください。なお、令和５年度は、トイレ清掃業者に

施錠、解錠も委託しています。 
・別紙５「北区立公園・児童遊園 トイレ内衛生設備の数量、清掃回数、

施錠の有無一覧（令和５年度）（王子・滝野川地区）」 

 
オ その他 
  公園・児童遊園内に「シェアサイクルポート」の設置を検討していま

す。この他にも指定管理開始後に新たな施設、設備の設置・増築、撤去

される場合があります。詳細は、別途協議することとします。 
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３ 指定管理者が行う業務 
指定管理者が行う業務は下記のとおりです。詳細については、「北区立公園・

児童遊園（王子・滝野川地区）指定管理者業務仕様書」を確認してください。 

 
（１）公園の管理に関する業務 

ア 公園施設の施錠・解錠、巡回及び点検に関すること。 

イ 公園施設の維持及び修繕に関すること。 

ウ 公園施設の清掃に関すること。 

エ 公園の樹木・植栽の管理、病害虫防除に関すること。 

オ 有料公園施設の予約、料金徴収に関すること。 

カ 親水施設の運転等、特別な管理が必要なものに関すること。 

キ 園内の他施設との連携 

ク 一時占用者への対応、公園施設設置許可物に関すること（一時占用者

に対する車止めの開閉、破損した掲示板についての区へ通報等） 

 

（２）公園利用者への対応に関する業務 

ア 公園施設の案内に関すること。 

イ 利用者や近隣住民からの意見・要望等の聴取に関すること。 

ウ 利用者や近隣住民からの苦情の処理及び記録に関すること。 

エ 公園施設の適正利用に関する注意及び指導に関すること。 

 

（３）公園の利用実態の把握に関する業務 

ア 利用者の満足度に関する調査・集計・分析に関すること。 

イ 利用者数の調査・集計に関すること。 

 

（４）公園の利用促進に関する業務 

ア ボランティア団体や地域住民の参画支援・協働に関すること。 
イ 情報発信、広報宣伝に関すること。 

 
（５）飛鳥山公園に関する業務 
   花見対応、飛鳥山公園の３つの博物館、おみやげ館、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ事

業（shibusawa hat れすとらん館、展望ひろば等）との連携 

 
（６）提案事業 

今回の公募において、提案事業は、一つ以上ご提案ください。公園が持つ

ポテンシャルの発揮に繋がる、イベント開催をはじめとする様々なソフト
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事業の充実した展開を図ることで、区民サービスの向上と賑わいの創出が

実現していくと考えております。なお、娯楽的、商業的、文化的なもののみ

ならず、トイレの特別清掃、樹木診断、巡回アプリの導入など間接的に公園

の魅力向上につながる技術的、衛生的、学術的、デジタル・スマート化に係

るものも含みます。 
ア 必須条件 

提案する事業は、次の事項をすべて満たしてください。 

(ｱ)本業務である３の（１）～（５）の業務に支障を来さないこと。 

(ｲ)公園に人々が集い、賑わいを添え、公園の魅力向上に繋がるもの。 

(ｳ)区立公園・児童遊園での事業実施にふさわしいもの。 

(ｴ)指定管理期間３年間の内に実施可能なもの。 

イ 計画・企画 

「北区公園総合整備構想（令和３年３月）」の基本方針、施策の展開に

沿った内容としてください。 

ウ 実施 

事業を実施するに当たっては、区との協議、了承を得た上で行います。 

エ 効果測定 

公園利用者のニーズや評判を把握し、次の企画に活かすようしてくださ

い。区が報告を求める場合もあります。 

 
（７）自主事業 

提案事業とは別に、指定管理者は区の承認を得て、サービスの充実や収

益性の向上を目的とした事業を自らが企画・実施することができます。 

ア 自主事業の範囲 

公園等の設置目的に合致し本業務の実施を妨げない範囲で、自己の責

任と費用により、施設の利用促進や公園等の賑わい創出に寄与する事業

を行うことができます。 

    

   イ 自動販売機の設置について 

自動販売機の設置は、指定管理者の自主事業の対象とします。新たに

自動販売機を設置する場合は、別途協議するものとします。 

また、区として、売上額から経費（公園の土地の使用料等）を控除し

た利益の50％以上を区に還元していただきます。 

そして、都有地やＵＲ都市機構の敷地にある公園・児童遊園には自動

販売機は設置できません。 
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（８）その他必要な業務 
ア 備品の管理 

イ 事故発生時の対応に関する業務 
ウ 災害等発生時の対応に関する業務 

エ 関係機関等との連絡調整 
オ 各種統計等資料作成及び調査の回答 

カ 利用者等の意見報告 

キ エネルギー・資源の使用量報告 

ク 管理に関する届け出等の手続き 

ケ リバーサイドスクエアに関する業務 
コ 廃棄物処理 

 
４ 指定管理業務にかかる経費等 
    指定管理者が施設を運営するための財源は、区からの指定管理料、有料公園

施設の利用料金収入、提案事業の収入とします。 
（１）管理運営費用 

指定管理者が負担する管理運営費用には、指定管理業務に伴う人件費、

施設の修繕費、指定管理者が準備しなければならない備品費、保険料、警

備業務・清掃業務等を外部委託した場合の委託費、その他経費が含まれま

す。 
なお、人件費、労務費（第三者委託した業務に従事する職員の給与等）

は、北区公契約条例の特定公契約に該当するため、労働報酬下限額等、法

令遵守してください。 
また、リバーサイドスクエア管理に係る経費は、都補助を活用している

ため施設管理費等他科目とは合算せず、必ず単独の科目として設定してく

ださい。インボイス制度にも適切に対応してください。 

 
（２）指定管理料 

  指定管理料については、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）

を基準として北区の予算額の範囲内で指定管理者と協議を行い、基本協定

書、年度協定書を締結して支払います。 
     また、指定管理料は、事故及び自然災害など特別の場合を除き、原則と

して年度途中において増額又は減額を行わないものとします。  
なお、指定管理者による管理運営の水準が、この公募要項や協定書等で定

めたものに満たなかった場合には、指定管理料の減額を行う場合があります。 
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５ 指定管理業務に関する留意事項 
（１）個人情報の保護 

指定管理者は、業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、「個人

情報その他の情報資産取扱特記事項」、「東京都北区特定個人情報等の取扱い

に関する特記事項（マイナンバー関係特記事項）」「東京都北区死者に関する

情報の取扱い等に関する条例」の規定を遵守し、情報の漏洩、滅失及び毀損

の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護するために必

要な措置を講じてください。亡くなった方の個人情報も同様に扱ってくださ

い。 

 
（２）環境への配慮 

指定管理者は、次のような環境に配慮した指定管理業務の実施に努める

ものとします。 
ア 環境に配慮した商品・サービスの購入を推進し、また、廃棄にあたって

は資源の有効活用や適正処理を行うこと。 
イ 農薬等は、緑化維持標準仕様書、緑化技術基準を参考に使用すること。 

ウ 廃棄物等については、施設から発生する廃棄物の量を削減するとともに、

処理業者による適切な処理のみならず、適切な分別や回収ルートを構築

する等可能な限り資源化していく取組を推進すること。 
エ その他、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であ

るＳＤＧｓ等、区が推進する関連施策等に協力すること。 

 
（３）守秘義務 

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三

者にみだらに漏らしたり、自己の利益のために使用したりすることはできま

せん。また、指定期間終了後も同様とします。 

 
（４）施設における事故への対応 

ア 指定管理者は、施設において事故等（不測の事態を含む）が発生した場

合に備えてあらかじめ緊急連絡網と事故対応マニュアルを作成してく

ださい。 
イ 事故等発生時には直ちにその旨を区へ報告し、事故等発生に伴う対外的

な発表・広報・対応については区と協議しながら行うものとします。 
ウ 指定管理者は本業務の実施にあたり、施設賠償責任保険、サイバー保険

に加入してください。 
エ 指定管理者の責に帰すべき事由により、区又は第三者に損害を与えた場
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合には、指定管理者がその損害を賠償するものとします。 

 
（５）自然災害等の対応 

ア 風水害 
台風や突発的な集中豪雨等の風水害が発生し被害が懸念されるとき、

指定管理者は区へ公園・児童遊園及び周辺の現況について通報を行うと

ともに、区の指示に従い必要に応じて、安全確保のための措置をとるこ

ととします。 
イ 地震等 

地震の発生等により公園内の工作物等が破損した場合は、速やかに区

への通報を行うとともに、区の指示に従うこととします。 

 
（６）災害時の施設管理 

災害時等において、区が緊急に区民の生命・身体・財産を保護するために、

本施設を使用する必要のある時は、区の指示により管理を行うものとします。 

 
（７）緊急時の対応体制の確保 

災害や事故等、緊急の事態が生じた場合には、速やかに警察・消防等の関

係機関及び区に通報連絡を行うとともに、事態に適した対応を迅速かつ正確

に行うことができるような体制を確保することとします。 

 
（８）関係法令等の遵守 

指定管理業務に当たっては、次の関連する法令等を遵守することとします。

法令等に改正があった場合は、改正後の内容によるものとします。 
＜主な関係法令＞ 
ア 都市公園法、同施行令、同施行規則 
イ 東京都北区立公園条例、同施行規則 
ウ 東京都北区立児童遊園条例、同施行規則 
エ 地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規 
オ 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法ほか労働関係法規 
カ 都市公園移動等円滑化ガイドライン、東京都福祉のまちづくり条例 
キ 個人情報の保護に関する法律、東京都北区個人情報の保護に関する法律

施行条例、東京都北区死者に関する情報の取扱い等に関する条例、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 
ク 東京都北区情報公開条例 
ケ 公園及び公園施設に関して区が定める要綱・要領等 
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コ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
サ 東京都北区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 
シ 河川法、河川法施行令、施行規則 
ス 東京都北区環境基本条例 
セ 東京都北区地域防災計画 
ソ 東京都北区公契約条例 
タ その他関係法規（建築基準法、水道法、消防法、電気事業法、消費税法

等） 

 
（９）区と指定管理者のリスク分担  

主なリスクについては、以下の負担区分を基本として対応するものとしま

す。なお、詳細なリスク分担については協定締結時に定めるものとします。 

リスクの種類 内    容 北 区 指定管理者 

法令等変更 

一般的な法令等変更 協議事項 

指定管理に関する業務に直接影響を及ぼす
法令等変更 〇  

税制変更 
消費税率等の変更 〇  
法人税率等、民間企業(団体)の利益に課税さ
れるものの変更  〇 

物価変動 
物価変動による費用の増加  ○ 
ただし、急激な変動によるもの 協議事項 

需要変動 
需要変動による費用の増加  〇 

ただし急激な変動によるもの 協議事項 

施設競合 競合施設による利用者減、収入減  〇 

運営費の膨張 区以外の要因による運営費の膨張  〇 

施設損傷 
施設、機器等の損傷 協議事項 
指定管理者の責による施設管理上の瑕疵に
起因する火災等事故  ○ 

損害賠償 

施設、機器等の不備または施設管理上の瑕
疵による事故 協議事項 

指定管理者の責による施設管理または運営
上の瑕疵による事故  ○ 

災害 時 本施設が防災拠点として利用されている間
の業務停止による運営リスク 協議事項 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、寒冷、熱波、
地震、落盤、火災、争乱、暴動、その他）で
区又は指定管理者の責めに帰すことのでき
ない自然的又は人為的な現象による施設・
設備の修復等による経費増加及び事業不履

協議事項 
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行 

環境問題 有害物質の排出、漏洩、騒音等に関するも
の 

協議事項 

利用者、第三
者に対する賠

償 

区に帰責事由があるもの 〇  

指定管理者に帰責事由があるもの  ○ 

それ以外のもの 協議事項 

住民対応 

地域との協調、住民とのトラブル 協議事項 
指定管理業務の内容に対する住民からの苦
情、要望等 

 ○ 

上記以外の区政全般への苦情、要望等 ○  

 
（10）業務の引継ぎ 

指定管理者は、指定期間の始期から円滑に事業が実施できるよう、事前準

備を行うこととします。指定期間終了に伴う業務引継ぎについては、指定期

間終了前に文書及び実務担当者による現場説明を十分行ってください。 

 
（11）業務の継続が困難になった場合の措置 

指定管理者の責めに帰す事由により業務の継続が困難となった場合にお

いて、利用者へのサービスの提供の継続を必要とするときは、新たな指定管

理者を指定するまでの間、指定管理者は、区の監督の下で、業務を継続する

義務があります。これが困難な場合は、区が別の事業者を指名して事業を実

施します。 

 
（12）備品等の取扱い 

指定管理者は、区の所有する備品等を指定管理のための業務に使用する

ものとします。指定管理期間の開始時と終了時には、区が提供する備品・什

器について、その有無や状態を相互で確認するものとします。また、指定管

理者は区の備品等について「備品リスト」を作成し、適正に管理するととも

に、常に良好な状態に保つよう努めてください。 

 
（13）モニタリング及び評価 

区では、指定管理者によるセルフモニタリングを義務付けています。業務

遂行にあたり、仕様書に定められた業務を確実に履行していることを指定管

理者自らが確認してください。同時に、区がモニタリング及び評価を実施し

ます。 

モニタリングの結果は、区議会へ報告し、一般に公表します。 
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（14）立入り検査及び監査 
区は、指定管理者に対して業務及び経理の状況について、実地に立入検査

を行うことができることとします。 
また、北区監査委員は指定管理者が行う経理について監査することがで

きることとします。なお、監査等に要する資料は、区の指示に従って作成し

てください。 

 
（15）業務の一括委託の禁止 

指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託することはできません。た

だし、区の承認を得た上で、業務の一部（清掃業務、警備業務等）を第三者

に委託することができます。その場合、北区内に本社を有する区内業者、北

区内に支店、営業所等を有する準区内業者（以下、「区内業者等」という。）

の育成及び区内経済活性化を図るため、区内業者等を活用してください。 

 
６ その他 
（１）会計の独立 

指定管理者は、管理運営に係る経理事務を行うにあたり、自身の法人その

他団体と独立した会計帳簿書類及び経理規定を設けてください。 

 
（２）管理口座 

経費及び収入は、自身の法人その他団体自体の口座とは別の口座で管理

してください。 

 
（３）その他 

本要項に記されていない事項等疑義が生じた場合、区と指定管理者とで協

議の上、基本協定書、年度協定書により定めます。 
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第３ 指定管理者の応募・選定 

 
１ 指定管理者選定スケジュール（予定） 

日  程 内  容 

令和６年１月～令和６年２月 29 日 公募要項の配布。ホームページ公開 

令和６年１月～令和６年１月 19 日 質問書の受付 

令和６年１月 31 日頃 質問書の回答 

令和６年２月 15 日～２月 29 日 申請書類の受付、提出締め切り 

令和６年４月下旬 公募第一次審査（書類審査） 

令和６年５月下旬 

 
公募第二次審査（プレゼンテーション） 

令和６年７月頃 指定管理者候補者内定通知交付 

令和６年９月～10 月 協議、北区議会指定議決 

令和６年 11 月～令和７年３月 
協定締結に向けた協議 

指定管理者による管理準備 

令和７年４月 1日 指定管理者による管理開始 

＊応募者数によって日程を変更する場合があります。 

 
２ 応募者の参加資格要件等     
（１）応募者の資格   

ア 公園管理業務について経験知識が豊富であり、創意工夫し、効率的かつ

効果的な管理・運営が可能な法人その他の団体であること。 
イ 東京都 23 区内において、本社、支店（支社）、営業所等の事業所を継続

的に営んでいる法人その他の団体であること。共同事業体の場合、代表団

体が、この資格に該当することが必要です。 
ウ 個人での応募はできません。 

 
（２）応募者の制限 

次に該当する法人等は、応募者となることができません。共同事業体の場

合、代表団体、構成団体のすべてが次の項目について該当しないことが必須

となります。 
ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当

する者。 
イ 会社更生法、民事再生法に基づき更正又は再生手続きをしている法人。 
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ウ 応募書類提出時点において、東京都北区の競争入札等の指名の停止の措

置、又は入札参加除外の措置を受けている者。 
エ 法人税、法人事業税、法人住民税、消費税及び地方消費税を滞納してい

る者。 
オ 本指定管理者の選定を行う選定委員の属する法人等（なお、理由に関係

なく応募後に判明した場合、その時点で参加資格を失う。） 
カ 指定管理者になろうとする法人その他団体及びその役員が、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となるような活動を行

う団体又は構成員又は関係者の場合。 
キ 法人その他の団体の代表者が、法律行為を行う能力を有しない場合。 

※注意事項※ 
応募者が、協定締結までの間に上記に規定する応募者資格を有しなくなっ

た場合、又は提出された書類の記載事項が虚偽であることが判明した場合は、

その時点で失格とします。 

 
（３）共同事業体（コンソーシアム）で申し込む場合の留意事項 

ア 共同事業体の名称、代表団体が定められ、構成表、各団体の役割と責任

が明確に記載された共同事業体協定書兼委任状を提出してください。 
イ 単独で応募した団体が他の共同事業体応募の構成員になること及び共

同事業体応募の構成員が他の共同事業体応募の構成員になることはで

きません。 
ウ 区との協定に関する責任は構成員の全てが負うこととします。 
エ 代表団体は施設管理に係る主要な業務を担うものであることとします。 
オ 指定期間において代表団体が破産又は解散した場合は、協定書に基づき

指定を取り消すものとします。 
カ 共同事業体の名称は、公の施設にふさわしく、区民にとって親しみやす

く覚えやすいものとしてください。 
なお、王子・滝野川地区、赤羽地区とで重複、類似した場合は、協議

を求める場合があります。 

 
３ 応募手続き  
（１）公募要項の配布 

公募要項を令和６年１月～令和６年２月 29 日に配布します。 

ア 配布場所：東京都北区土木部道路公園課公園係 

（北区役所第一庁舎 3階 16 番窓口） 
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イ 配布時間：午前８時 30 分～午後 5時（年末年始、土日祝日を除く） 

※北区公式ホームページからダウンロードも可能です。 

ウ 令和４年度公園管理費(歳入)(参考)、同(歳出)(参考) 

  本公募への応募の意思があり、令和４年度公園管理費(歳入)(参考)、同

(歳出)(参考)の詳細版の配付を希望される法人その他団体は、公募要項

の配付期間に限り、上述の配付場所・時間にて提供します。 

事前に問い合わせ先まで電話連絡の上、社員証等の身分証明書を持参

し来所してください。なお、個人や本公募への申請目的以外での配付はで

きません。 

 

（２）公募要項に関する質問書の受付と回答 

ア 質問書の受付 

「指定管理者指定申請に係る質問書」に必要事項を記入し、電子メールで

道路公園課公園係まで提出してください。メール送信後は、確認の電話を

お願いします。なお、電話での質問は受け付けません。 

 ・受付期間：令和６年１月～令和６年１月 19 日 

午後５時必着(年末年始、土日祝日は電話に出れません。) 

 ・提出先 ：道路公園課公園係（kouenkasen@city.kita.lg.jp） 
イ 質問回答 

令和６年１月 31 日を目途に、すべての質疑に対する回答書を電子メー

ルで送信します。回答書には質問をした法人その他団体名は記載しませ

ん。 

この回答書は、本要項と同様の効力を有します。なお、意見の表明と解

されるものや質疑の内容（質問内容が不明瞭なもの）によっては、回答し

ない場合があります。 

 
（３）申請書類の受付 

申請を希望する法人その他団体は、次により申請してください。区にこ

れらの書類を提出した事業者を申請者とします。 
・提出期間：令和６年２月 15 日～令和６年２月 29 日まで 

午前９時から午後 5 時まで（土・日・祝日を除く） 

・提出先 ：北区土木部道路公園課公園係 

（北区役所第一庁舎 3階 16 番窓口） 
※提出に際しては、事前に連絡の上、指定された日時に来所願います。 
※申請書類提出後の計画内容の変更は、提出期限まで受け付けます。その

場合、申請者が来所し申請書類を受け取り、差替の上提出期限までに再提
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出してください。 

 
（４）申請書類に関する留意事項 

   提出書類は、関係書類（正本１部、副本①１部、副本②７部）を提出し

てください。なお、書類は持参してください。（郵送不可） 

※注意事項※ 

ア 書類はすべてＡ４サイズで統一してください。 
イ 副本①は、会社名・法人名、共同事業体名等を記載してください。 
ウ 副本②は、会社名・法人名、共同事業体名等、申請者がわかるもしく

は類推できる記載は、すべて秘匿して提出してください。すでに印字

されている場合は、黒塗りして会社名・法人名、共同事業体名等をす

べて消してください。 
エ  提出いただいた書類は返却しません。 
オ  法人以外の団体にあっては、相当する書類を提出してください。 
カ  関係書類作成に要した諸経費については、応募者の負担になりま

す。 
キ  提出された提案書等の著作権は、応募者に帰属します。ただし、区

が採用する提案の公表等に必要な場合は、無償で使用できるものとし

ます。また、協定締結後は、公正性、透明性及び客観性を期するた

め、公表することがあります。決定事業者の提案内容について情報公

開請求があった場合は、東京都北区情報公開条例に基づき公開しま

す。 
ク  様式５「北区立公園・児童遊園の管理運営についての方針及び具体 

策」のうち、「本事業に参画するにあたっての抱負」は、生成ＡＩ等を

用いず、法人その他団体の自らの考えを記述してください。 
ケ 申請書類の正本、副本②の電子ファイルをＣＤ－ＲもしくはＤＶＤ－

Ｒ１枚に格納し１部提出してください。正本、副本②ごとにフォルダ分

けし、ファイル形式は PDF、Word、Excel 等汎用的なものとしてくださ

い。また、申請書類以外のファイルは格納しないでください。 

 

（５）申請の辞退について 

      申請書類を提出した後に、辞退する場合は、辞退届（任意の様式）を書 
面にて提出してください。 
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４ 選定方法 
指定管理者候補者の選定は、第一次及び第二次の二段階審査で実施しま

す。審査及び選定は、まちづくり施設等指定管理者候補者選定委員会（以下

「選定委員会」という。）が行い、区が決定します。 

なお、選定委員会での採点内容及び他団体からの申請書類の内容は、公表

しません。 

（１）第一次審査（書類審査） 

第一次審査は、応募書類の内容による選考を行います。その際、事業者

（共同事業体の場合は代表団体）の登記簿上の本店所在地が、過去 5年間に

渡り区内にある場合には獲得した点数の 5％を加算します。第一次審査通過

団体は 3団体程度の予定となっています。 

 

（２）第二次審査（プレゼンテーション） 

第一次審査通過者には、プレゼンテーション方式による第二次審査を行

います。その際、事業者（共同事業体の場合は代表団体）の登記簿上の本

店所在地が、過去 5年間に渡り区内にある場合には獲得した点数の 5％を

加算します。詳細は、改めて連絡することとします。 

 

（３）候補者の選定 

選定委員会の結果を受け、区は第一交渉権者及び第二交渉権者を選定し

ます。 

 

５ 選定基準     
指定管理者の選定は以下の基準に基づいて行います。 

（１）事業計画に関すること  
事業計画の内容が、公園・児童遊園の効用を最大限に発揮し、利用者へ

のサービスの向上を図るものであること。 
ア 利用者に対する理念・基本方針 
(ｱ)利用者が満足できるようなサービス提供に対する考え方は適切か。 

(ｲ)利用者からの苦情やトラブルに対する対策は適切か。 

(ｳ)サービス評価及び情報公開に対する方策が適切か。 

(ｴ)個人情報に対する方策が適切か。 

イ 安全管理についての基本方針 
(ｱ)利用者の事故・傷病発生時の対応策、連絡体制及び他機関との連携

体制は十分か。 
(ｲ)防犯・防災対策等が具体的に提案されているか。 
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(ｳ)公園の維持管理について十分な安全対策がなされているか。 
(ｴ)安全管理マニュアルの整備や、それに基づく研修等の実施について

は十分か。 
（ｵ）北区地域防災計画に基づいて行う災害応急対策に協力しているか。 
ウ 組織体制についての基本方針 
(ｱ)効率的で適切な職員配置がなされているか。   
(ｲ)職員に無理な負担をかけない勤務体制、堅実な給与体系が維持されて 
いるか。 

(ｳ)施設管理マニュアル、窓口対応マニュアル等の人員配置に付帯した 
適切な方策はあるか。 

(ｴ)人材育成のために具体的な研修プログラムが計画されているか。 
(ｵ)確かな技術力があり、代表団体に統率力があるか。 

エ 法令遵守及び情報管理体制 
(ｱ)地方自治法・労働基準法を守っているか。 
(ｲ)個人情報の保護に努めているか。 
(ｳ)過去 3年間に官公庁より指摘又は指導を受けたことはあるか。 
(ｴ)コンプライアンスに対する強い意志が感じられるか。 

 
（２）経営能力に関すること 

事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。 
ア 施設管理及び事業運営に関する計画 

(ｱ)今後 3年間の資金収支計画及び資金収支計画の科目ごとの算出根拠

が適切か。 
(ｲ)公園施設等の維持管理に関する方策は適切か。                                        

(ｳ)利用者へのサービス向上を図る方策が具体的に示されているか。 
イ 経営状況 

(ｱ)財政状況は健全であるか。 
(ｲ)自己資金は確実に保有されているか。 
(ｳ)委託金、借入金、自己資金等による資金調達が適切か。 
(ｴ)過去 3年間の経営実績が安定しているか。  

ウ 公共施設の運営実績 
(ｱ)指定管理者としての実績はあるか。 
(ｲ)自治体及び官公庁において委託業者としての実績はあるか。 
(ｳ)本公募現在、指定管理者の候補者として申請中の他の事例はある 
か。 
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エ 熱意・意欲 
(ｱ)区の施設に貢献しようとする意欲を有しているか。 
(ｲ)区の施設運営にふさわしい理念をもっているか。 
(ｳ)本事業に参画する強い意志があるか。 

オ 提案事業の計画、内容   
(ｱ)北区公園総合整備構想(令和３年３月)の理念や方針に基づいている

か。 
(ｲ)利用者のニーズを捉えた具体的な提案がなされているか。 
(ｳ)技術的なものも含め、公園の魅力向上に繋がる提案となっている

か。 
(ｴ)区内事業者等との連携について提案されているか。 

(ｵ)適切な料金設定がなされているか。 

(ｶ)指定管理期間３年間で実現の見込があり、実効性のある提案となっ 

ているか。 

(ｷ)提案事業を効果的に実施するための広告・宣伝などの方策が提案さ

れているか。 

カ 自主事業の計画、内容 
(ｱ)自主事業の理念や考え方は明確に表れているか。 
(ｲ)利用者のニーズを捉えた具体的な提案がなされているか。 
(ｳ)適切な料金設定がなされているか。 
(ｴ)事業の独自性が図られた提案となっているか。 
(ｵ)自主事業を効果的に実施するための広告・宣伝等の方策が提案され

ているか。 
(ｶ)区内事業者等との連携について提案されているか。 

 
６ 指定管理者の指定・協定 
（１）指定 

北区議会に、指定管理者の指定に関する議案を上程します。議決後、指

定管理者に指定します。 

 
（２）協定 

指定議決後に協定を締結します。協定で最低限定める事項は以下のとお

りとします。なお、応募時に提案された内容は、原則としてそのまま実施

することとしますが、選定委員会で意見が付された事項や区の施策、財政

状況等による変更については、協定締結の際に改めて協議するものとしま

す。 
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ア 業務範囲に関する事項 
イ 指定期間に関する事項 
ウ 業務の仕様に関する事項 
エ 事業計画書に記載された事項 
オ 提案事業に関する事項 
カ 自主事業に関する事項 
キ 行政財産目的外使用許可に関する事項 
ク 備品購入・リースに関する事項   
ケ 施設の維持修繕に関する事項 
コ 利用料金収入に関する事項 
サ 管理業務を行うにあたって保有する情報の公開及び個人情報の保護に

関する事項 
シ 事業報告書及び事業評価に関する事項 
ス 区が支払うべき経費、支払時期に関する事項 
セ 不服申立て及び損害賠償の取扱いに関する事項 
ソ リスク負担に関する事項 
タ 引継ぎに関する事項 
チ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 
ツ その他区が必要と認める事項 

  
第４ 問い合わせ先 

北区土木部道路公園課公園係 担当：松村、下条、米山 

電 話 03（3908）9275  時間 平日 8：30～17：15 

FAX   03（3908）1291 

電子メール≪kouenkasen@city.kita.lg.jp≫ 
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１ 管理運営業務方針 

 
（１）管理運営方針 

ア 公園・児童遊園の特性を十分理解し、指定管理者のノウハウを発揮しな

がら、その特性を踏まえた管理運営を行うことで、適切な管理水準を確保

すること。 

イ 区民との協働を積極的に推進し、公園・児童遊園の運営や維持管理、環

境教育や環境保全等に寄与する活動を、長期的な視点で計画的に推進する

こと。 

ウ 利用者の多様なニーズに応えるため、利用者の要望等を聴取し管理運営

に反映させること。 

エ 区民との対話を重視し、公園・児童遊園が地域に親しまれる存在となる

ように努めること。 

オ 積極的に提案事業、自主事業を実施し、公園・児童遊園に人々が集

い、賑わいのある空間づくりに努めること。 

 
（２）維持管理方針 

ア 植栽地（植込地、草地、芝生、樹木、花壇等）は、各植物の特性を配慮

し、四季折々の美観が保たれるように管理すること。 

イ 公園・児童遊園内の施設や設備の配置・機能を十分に把握した上で、各

施設の機能を保持するとともに、公園・児童遊園の利用者の安全かつ快適

な利用が図られるよう必要に応じて保守点検を実施しながら、適正に維持

管理を行うこと。 

 
（３）公園施設の概要 

別紙２「北区立公園・児童遊園一覧（王子・滝野川地区）」のとおり、公

園 55 ヶ所、児童遊園 62 ヶ所、合計 117 ヶ所となります。 

 
（４）有料公園施設の利用料金 

有料公園施設の利用料金は、区が東京都北区立公園条例で定める次の表の

金額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める

ものとします。各施設の利用料金等は、公募要項の４ページに記載していま

す。 

 
２ 指定管理者が行う業務の範囲 
（１）公園等の管理に関する業務 
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公園・児童遊園（王子・滝野川地区）の統括管理を行う事務所は、飛鳥山

公園管理事務所を想定しています。施設の管理運営に支障がないよう、必要

な知識、技能及び経験等を有する職員を配置し、統括管理を行う飛鳥山公園

管理事務所には必ず職員が常駐する体制をとってください。 
 

ア 公園施設の施錠・解錠、巡回及び点検 

指定管理者は、別紙３「夜間閉鎖している公園・児童遊園一覧（王

子・滝野川地区）」、別紙５「北区立公園・児童遊園 トイレ内衛生設備の

数量、清掃回数、施錠の有無一覧（令和５年度）(王子・滝野川地区)」に

示す施設の施錠、解錠について、遅滞なく行ってください。重要な施設、

安全に留意すべき箇所には警備システムを導入するなど責任をもって管理

してください。 
巡回による点検は、利用者の安全を第一に、必要と考えられる時間に

行ってください。 

 

イ 公園施設の維持修繕等 

(ｱ)公園施設の維持 

公園施設は、整備された目的と経緯を正確に把握して、適切に維持・管

理していく必要があります。全ての施設の機能を保持し利用者の安全かつ

快適な利用を図るとともに、公園の魅力向上のための改善や運営に関する

取り組みを行ってください。 

各施設の位置、機能、特性を十分に把握した上で、必要に応じ保守点

検を行い、長寿命化の対策を立て実施してください。 

施設管理全体においては、ＰＤＣＡサイクルに基づき改善に取り組ん

でください。維持管理にあたっては、区と指定管理者が情報を共有し、

日常的に連携を図って遂行してください。 

遊具点検は、日常点検のほか「都市公園における遊具の安全確保に関

する指針（改訂第2版）」（国土交通省）及び「遊具の安全に関する規準 

ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：2014」（一般社団法人日本公園施設業協会）に基

づき、専門業者による定期点検を年１回以上行い、点検結果を電子デー

タで保管し、区へ報告してください。 

「区有施設等安全点検及び点検報告（日常点検・総点検・エレベータ

ー点検確認）」、「北区有施設の安全管理に関する要綱」、「北区有施

設安全管理業務実施要領」に基づき、日常安全点検等を実施してくださ

い。 

 



3 

 

 (ｲ)公園施設の修繕 

公園施設の修繕に必要な経費は、これまでの実績を参考にして、修繕

予定額を積み上げてください。１件 130 万円（税込）以下の軽易な修繕

及び整備費用（併設施設部分を含む。）については、指定管理料に含めて

実施していただき、年度終了時に清算します。１件 130 万円（税込）を

超える修繕は、区が実施するので、指定管理料に含めず、別途協議して

ください。 

また、指定管理者は利用者が施設を安全かつ安心して利用できるよ

う、施設の予防保全に努めることとし、施設等の不具合を発見した際に

は、速やかに区に報告するとともに、対応について迅速に協議してくだ

さい。 
 

ウ 公園の清掃 

公園内全体の清掃（ごみの収集）を行ってください。なお、管理区域

外であっても落ち葉等、公園に由来するごみについては清掃を行ってく

ださい。園路広場や植栽地についても、常に良好な景観を維持できるよ

う清掃を行ってください。 

トイレなど公園施設や清潔な状態の維持について最重要課題になって

います。巡視体制を整え、常に快適な利用ができるように、清掃、トイ

レットペーパー等の補充を行ってください。令和５年度のトイレ清掃の

仕様と回数は、別紙５「北区立公園・児童遊園 トイレ内衛生設備の数

量、清掃回数、施錠の有無一覧（令和５年度）（王子・滝野川地区）」

を参考にしてください。特に利用者の多いトイレは、汚れやすいため清

掃回数を増やすなど強化してください。また、尿石除去、蛇口等の金属

磨き、天窓、床、壁清掃、クモ等の巣除去、チラシなどの貼紙も除去し

てください。 

 なお、地域との連携として、既存の美化ボランティアは引き続き区と

契約し、清掃活動等を行っていただきます。     

また、シルバー人材センター、福祉施設、美化推進団体(町会、自治

会)が清掃を行っている場合は、実績を尊重して継続してください。令

和５年度の各実績は、次のとおりです。 

・別紙６「北区立公園・児童遊園 競技団体登録一覧表（王子・滝野

川地区）」 

・別紙７「東京都北区立公園・児童遊園 美化ボランティア一覧（令

和５年度）（王子・滝野川地区）」 

・別紙９「令和５年度 北区シルバー人材センター公園・児童遊園清
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掃実績(王子・滝野川地区)(50音順)」 

・別紙10「令和５年度 福祉施設公園・児童遊園清掃実績（共通）」 

  ・別紙11「北区立公園・児童遊園 美化推進団体一覧（共通）」 

 

エ 公園の樹木・植栽、病害虫防除の管理 

(ｱ)樹木・植栽 

植栽地、草地、芝生、花壇、樹木管理については、別紙13「緑化維持

標準仕様書（平成22年12月）」、別紙14「緑化技術基準(平成22年６

月)」を参考に、各植物の特性に配慮した上で、長期的な視点で適正に

持続・育成するよう必要な管理を行ってください。 

また、樹木診断（初期診断）は、高木（樹高3ｍ以上）を対象として

必要に応じ実施してください。また、初期診断で「危険木」と判定され

た樹木は伐採や剪定等の緊急措置を施し、「異常あり」もしくは「異常

の疑いあり」と判定された樹木は、速やかに樹木医による外観診断・精

密診断を実施して適切な処置を講じてください。診断結果及び処置記録

は、電子データで保管し、区から依頼があった場合は提出してくださ

い。 

(ｲ)病害虫等防除 

a 毛虫、外来種 

 病害虫の発生による枯死を防ぐため、防除対策を適宜実施するととも

に、ナラ枯れなど被害の拡散が予想される事象が起きた場合は、区と協

議の上、初期のうちに適切な防除方法を開始し、対策を講じてくださ

い。 

また、安心、安全、快適に公園を利用できるよう、病害虫（チャドク

ガ、イラガ、モンクロシャチホコなど）が発生した場合は、速やかに薬

剤散布を実施してください。なお、あらかじめ発生が予見できる場合、

予防対策として散布してください。 

なお、東京都等に報告義務のある特定外来生物（クビアカツヤカミキ

リやヒアリなど）を発見した場合は、定められた対策を講じた上で、区

に報告・協議をしてください。 

b カラスの巣 

例年、カラスの営巣が一定数確認されています。指定管理者は、指定

管理の始期までに鳥獣保護管理法に基づく「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵

の採取等の許可」を取得するか、もしくは許可を取得しておりカラスの

巣を撤去できる専門業者と契約してください。 
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c ハチの巣 

スズメバチ類等、ヒトに危害を与える種類は、巣の除去等的確かつ迅

速に対応してください。 

   d 生き物へのえさやり 

ハト等生き物へのえさやりは、善意とはいえ過剰繁殖に繋がり、フン

害や鳴き声により人に被害を与えたり、生態系にも悪影響を与えます。

そうなると、有害鳥獣等として扱わざるを得ないこともあります。注意

看板を掲出するなど「北区の公園／児童遊園利用のルール」に従い、適

切に対応してください。 

 

オ 有料公園施設の予約、料金徴収（飛鳥山公園内にあるもの除く） 

(ｱ)中央公園駐車場の管理 

  駐車場出入口にゲート式自動料金精算システムを設置しており、サポ

ートセンターを通じ、２４時間・年中無休の運営管理を行っています。 

 監視･警備装置を出入り口に設置し、利用者への応答、防犯・設備信号

監視、ゲートの遠隔操作による出庫（カメラ監視）ができるようにしてく

ださい。 
 

 (ｲ)名主の茶屋、緑陰亭・洗心亭（集会室）の管理 

a予約受付、貸出 

  飛鳥山公園管理事務所での受付を想定しています。各施設の利用時間

等は公募要項３～５ページに示すとおりです。 

予約受付の場所は、窓口のみです。（電話やメールでの申込受理はして

いません。）申込は、区内在住者は利用日の３ヶ月前の同日から、区外在

住者は利用日の２ヶ月前の同日から受け付けます。 

なお、名主の茶屋は、年末年始は休館日です。 

また、緑陰亭、洗心亭（集会室）は、年末年始のほか、名主の滝老人い

こいの家が休館日である月曜日と、週２回高齢福祉課への貸し出ししてい

る曜日については、予約の受付をしないでください。高齢福祉課への貸し

出しの曜日は、毎年度取り決めていますので、別途協議することとしま

す。この他施設点検日も休館する場合があります。 

受付時に受付者情報を記録してください。記録する項目は、「受付日、

申請者（団体名）、氏名、住所、電話番号、利用施設名、使用日時、使用

目的、使用予定人員」です。予約が重複することがないように管理し、貸

し出してください。 

b 利用料金の徴収 
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現金払を想定しています。現金による徴収の場合は、現金の紛失等が

ないようその取り扱いには十分注意し、管理してください。 

c日常管理、報告 

 園地管理とともに施錠・解錠、清掃等日常管理を適切に行ってくださ

い。また、利用状況等について月ごとに報告してください。 

dその他 

   名主の滝公園は、令和６年度以降、再生整備工事に着手する予定です。

そのため、名主の茶屋の工事期間における管理運営については別途協議と

します。 

  緑陰亭・洗心亭（集会室）は、現在、改修工事等予定していません。そ

のため、名主の滝公園の再生整備にかかわらず管理運営を実施してくださ

い。 

 

カ 親水施設の運転等、特別な管理が必要なもの 

(ｱ)親水施設の運転 

親水施設のある公園・児童遊園とその運転時間や清掃回数は、４ 要求水

準と別紙８「水遊びができる公園・児童遊園、観賞用の流れのある公園（令

和5年／2023年）」で示すとおりとします。 

清掃や水質管理について、水質汚濁がひどい場合は水の入替や、追加で清

掃を実施するなど、衛生面には気を配ってください。  

 

 (ｲ)リバーサイドスクエアに関する業務 

区指定の荷役施設による水流発生装置の引き上げ・吊おろし作業及び区指

定場所の水位監視を行ってください。荷役施設操作前には点検を行い、結果

を記録・保管するとともに、記録した内容は毎月、区へ報告してください。

詳細は、別紙15「リバーサイドスクエア管理仕様書」に示しておりますの

で、それに基づき業務を実施してください。 

 

キ 園内の他施設との連携 

中央公園等、公園・児童遊園内にスポーツ施設、文化施設が併設されている

場合、防災設備が占用されている場合は、協調、連携を図りながら業務を進め

てください。 

     

（２）公園利用者への対応に関する業務 

ア 公園施設の案内 

公園内の利用案内（利用ルールやマナー等の説明を含む。）、公園施設の
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適切な利用方法を分かりやすく案内してください。利用者・来場者に明る

く、適切かつ確実、丁寧に対応するとともに、見守りや声掛け、利用弱者へ

の対応など様々な支援を行ってください。 

 

イ 利用者や近隣住民からの意見・要望等の聴取 

利用者の多様なニーズに応えるため、利用者の要望等を聴取し管理に

反映させてください。区が過去に受けている陳情等に関して、区の担当者

と十分な引継ぎをしてください。 

利用者等からの問合せ、苦情、要望等に対応するため、電話やファッ

クス、メール等の通信手段を確保してください。区との協議の上、指定管

理者が決定するものとします。 
 

ウ 利用者や近隣住民からの苦情の処理及び記録 

所定の様式で記録し、区と情報共有してください。できるだけ早期に

判断し、体制を整えて対応してください。 

 

エ 公園施設の適正利用に関する注意及び指導 

安心、安全に施設利用ができるように、「北区の公園／児童遊園利用

のルール」に従い、利用者が分かりやすい看板を設置するなど、工夫し

てください。また、現地での注意や指導も行ってください。 

 

（３）公園の利用実態の把握に関する業務 

ア 利用者の満足度に関する調査・集計 

アンケート等による地域及び利用者の意見の収集を行って、維持管理の

改善に努めてください。ＤＸの手法を用いたアンケートを実施するなど、

小規模な巡回管理している公園・児童遊園についても意見の収集に努めて

ください。 
 

イ 利用者数の調査・集計 

公園利用についての実態を把握するため、定期的に調査を行ってくだ

さい。詳細について、区と相談して実施してください。 

 

（４）公園の利用促進に関する業務 

ア ボランティア団体や地域住民の参画支援・協働 
地域やボランティアとの連携・活用を視野に入れ、区の目標や方針を的

確に理解した上で、柔軟な発想をもって事業を実施してください。区民と
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の協働を積極的に推進し、公園等の維持管理や環境保全等に寄与する活動

を推進してください。 

 

イ 情報発信、広報宣伝 
公園施設及び事業に関する広報を行うこととします。広報媒体とし

て、ホームページ、施設案内リーフレット、各種情報を掲載したチラシ等

を作成・配布することや、区の広報や民間情報誌等への記事の掲載を必要

に応じて行うこととします。常に最新の情報を提供できるよう努めてくだ

さい。また、区から要請があった場合は、区からの配布物の掲出を行うこ

ととします。 

ホームページを開設する場合は、区が定める「ホームページガイドライ

ン」「サイトポリシー」等各種情報セキュリティポリシーに準拠するように

してください。 

 
（５）飛鳥山公園に関する業務 

(ｱ)花見対応 
花見の時期には、安全で快適な公園利用ができるように、従来の対応を

基本として、運営体制を整え、利用者サービスを実施してください。花見

利用が多い時期は非常に混雑するため、灯り、ゴミ捨て場所、看板を設置

して、巡回警備を行ってください。 
また、仮設トイレ（簡易水洗式）を増設し、近隣での排泄行為が起きな

いようにしてください。トイレの設置数及び和式、洋式、男性用の別は、

区と協議することとします。トイレは常に利用できるようにし、清潔が維

持できるよう努めてください。 
 そして、ぼんぼりを設置、夜間点灯させ、危険がないよう足元を照らす

とともに、花見の雰囲気を盛り上げるように努めてください。詳細は、別

途区と協議することとします。 

 
 (ｲ)飛鳥山公園駐車場の管理運営 

駐車場出入口にゲート式自動料金精算システムを設置しており、サポー

トセンターを通じ、２４時間・年中無休の運営管理を行っています。 

監視･警備装置を出入り口に設置し、利用者への応答、防犯・設備信号監

視、ゲートの遠隔操作による出庫（カメラ監視）ができるようにしてくだ

さい。 
 

(ｳ)あすかパークレールの管理運営 
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利用者の案内誘導、運行状況の監視、車両及び周辺施設を清掃してくださ

い。月次及び年次の設備点検を行い、報告書を提出してください。 

 
 (ｴ) 飛鳥山公園の３つの博物館・Ｐａｒｋ－ＰＦＩ事業（「shibusawa hat

れすとらん館」、展望ひろば等）との連携 

  飛鳥山公園では、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ事業、３つの博物館や産業界や地域

なども参加した飛鳥山公園マネジメント協議会を設置し、協議及び情報交

換を行っています。 

  指定管理者は、引き続き飛鳥山公園マネジメント協議会に参加し、関係

者との連携強化を図り、公園管理の品質向上に努めてください。 

なお、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ事業により設置された shibusawa hat れすと

らん館、展望ひろば、児童エリアにある公衆トイレは、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ

事業者の管理対象範囲となっています。 

 
（６）提案事業 

ア 目的、必須条件、経費、手続き 

  公募要項８～９ページを参照してください。 

イ 提案事業の例 

   提案事業を計画・企画する際の参考としてください。必ずしも例にと

らわれる必要はありません。 

 

【提案事業の一例】 

 

a 多様な主体の創意工夫による公園の活用 

   例：公園サポーターの導入（園内の見回り、公園利用の意見交換）、プレ

イパークスペースの整備、地域との協働による事業など 

b トイレの快適性の向上 

例：地域との協働によるトイレ外壁の修景、トイレ清掃の充実など 

c 地域資源を活かした個性ある公園づくり 

   例・公園の特徴を活かした各種イベント（食、スポーツ、健康、自然、 

写真）、盆踊り、祭り、マルシェ、ライトアップの実施） 

・既存施設の利活用（飛鳥舞台、つり堀、駐車場、親水施設、ビオトー 

プ） 

・新たな公園施設の設置（イベントスペースの環境づくり） 

・歴史・文化資源の活用（遺跡、貝塚） 
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【提案事業の一例（つづき）】 

d 公園に訪れたくなる情報発信 

    例・四季を通じたフォトコンテスト 

・四季の花の植栽によるフラワースポット設置（インスタグラム等） 

・鉄道の見える風景などのフォトスポットの設置（  〃   等） 

・ＳＮＳを活用した情報発信（  〃  等） 

・ガイドブック作成など 

e 防災・減災機能の強化 

   例・フリーWiFi の設置 

・防災訓練、防災ワークショップの実施 

（町会、自治会との連携：西ケ原みんなの公園など） 

f その他 

例・桜の更新・捕植 

        ・デジタルサイネージの設置(有料広告) 

        ・公園利用案内看板のバリアフリー化、多言語化 

     ・酷暑への対応（日陰スポット、ミストの導入） 

 

（７）自主事業 

ア 自主事業の目的 
指定管理者は、公園利用に伴う利用者サービスの向上等を目的として、自

主事業を実施することができます。自主事業の企画にあたっては、原則とし

て年度ごとに提出する事業計画書に概要を記載し、区と協議の上実施する

ものとします。また、地域との連携やボランティアの活用を視野に入れ、区

の目標や方針を的確に理解した上で、柔軟な発想をもって事業を提案して

ください。その他、公募要項９ページの自主事業の記載も参照にしてくださ

い。 
 

イ 自主事業に係る経費 

自主事業に係る経費は事業者の負担とします。また、事業により収益が見

込まれる場合は、その一部を利用者へのサービス向上やさらなる自主事業の

展開のために還元するものとします。あらかじめ区と協議を行ってくださ

い。 

 

ウ 自主事業の手続き 

自主事業については、基本協定書締結後に自主事業業務承認申請書を区に
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提出し、承認を得た事業のみ実施することができます。 

 

（８）その他必要な業務 
ア 備品の管理 

指定管理料で購入した備品は、区に属するものとします。指定管理者が

管理に必要として自費で調達した備品は、指定管理者に属するものとしま

す。 

 
イ 事故発生時の対応に関する業務 

公園の利用において、夜間・休日を含め事故が起こらないように安全対

策を図ってください。区をはじめ、警察署や消防署等の関係機関との連絡

を適切にとり、安全対策、緊急時対応の向上に努めてください。 
事故等が発生した場合の連絡、支援等の対応について、事前に区と協議

して、体制を整えてください。 
事故等が発生した場合には、直ちに警察署や消防署等へ連絡を行うとと

もに、区に連絡してください。事故処理については、関係機関の指示に従

うとともに、原因や状況及び処置を区に報告してください。 

 
ウ 災害発生時の対応に関する業務 

地震、集中豪雨や台風等により公園利用が危険になることがあります。

事故を未然に防ぐため、危険個所を閉鎖する場合の判断は、指定管理者で

行うことができるものとしますが、区から指示があった場合にはそれに従

ってください。 
地震の発生等により、公園内の工作物が破損した場合は、直ちに区へ連

絡してください。 

 
エ 関係機関等との連絡調整 

区をはじめ、警察署や消防署等の関係機関との連絡を適切にとり、施設

運営の向上に努めてください。 

 
オ 各種統計等資料作成及び調査の回答 

公園利用に関する各種統計資料等の作成や、区から依頼された調査の回

答には協力してください。 

 
カ 利用者等の意見報告 

地域及び利用者からの意見についてはとりまとめを行い、月毎に区へ報
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告を行うものとし、報告項目や形式については、区と協議の上で決定する

ものとします。 
キ エネルギー・資源の使用量報告 

北区環境マネジメントシステムに基づき、電気・ガス・水等のエネルギ

ー・資源の使用量の数値を所定の様式により区へ報告することとします。 

 
ク 管理に関する届け出等の手続き 

施設管理にあたり、消防署や保健所等への必要な届け出は指定管理者が

行うこととします。また、公園等の敷地の全部、もしくは一部が、国や東

京都、法人その他団体からの貸付地である場合、修繕、維持補修等に係る

工事を行う際、東京財務事務所等土地所有者との協議や、承認を得る必要

がある場合があります。 

 
ケ 廃棄物処理 

  清掃等で発生した廃棄物は、分別を行った上で公園・児童遊園内に集積

し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律など関係法令等に準じて適切に処

理すること。 
なお、資源廃棄物は、資源回収へ排出しリサイクルにより資源に再生す

ること。 

 
３ その他 
（１）区内中小企業の活用及び区民雇用 

物品の調達、あらかじめ区が認めた場合の個別業務の再委託等をする場

合には、区内業者の育成及び区内経済の活性化を図るため、区内中小企業及

び商店街等への優先発注に努めるものとします。 
また、区民雇用の促進のため、北区シルバー人材センター、障害者支援施

設や母子福祉団体等を優先的に活用するものとします。 

 
（２）指定管理者名等の表示 

指定管理業務を行う際は、指定管理者により管理・運営されている施設で

あることを利用者に示すため、指定管理者が新たに看板を設置する場合は、

施設内や案内パンフレット等に指定管理者名等を表示してください。 
（表示例）北区が設置した公園及び駐車場は、指定管理者である○○○○○ 

株式会社が管理運営を行っています。 
連絡先 指定管理者 ○○○○株式会社 電話番号 ○○○-○○○○ 
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（３）モニタリング及び評価 
区では、指定管理者によるセルフモニタリングを義務付けています。業務

遂行にあたり、本仕様書に定められた業務を確実に履行していることを指定

管理者自らが確認してください。同時に、区がモニタリング及び評価を実施

します。 

 
【指定管理者が行うモニタリング】 

ア 業務記録の作成 
業務の履行状況や事業の実施状況を記録してください。記録は日々更新

を行い、求められたときに提出できるよう適切に保管してください。なお、

個人情報の取扱いについては、「個人情報その他の情報資産取扱特記事項」

の規定によることとします。業務記録の確認は毎月実施する予定です。 
業務記録の例として、以下のものが挙げられます。 

 
(ｱ)事業、業務の履行状況 
・基本的事項（開場時間、閉場時間、休園日、受付体制、警備体制） 
・施設等の利用状況（利用者数、利用状況等） 
・事業の実施状況（イベントの開催状況、参加者実績等） 
・その他（緊急時対応、保険加入、苦情・事故対応、訓練・研修実施状

況、個人情報管理等） 
 (ｲ)施設の維持管理状況 
・保守管理業務の実施状況（点検、修理等の記録） 
・清掃業務の実施状況 
・植栽の維持管理状況 
・環境衛生管理業務の実施状況 
・従事者の採用・退職状況 

 
イ モニタリングシートによる確認 

区と指定管理者との協議により作成したモニタリングシート等を用い

て、定期的に履行状況や達成度合いを確認します。 

 
ウ アンケート等による地域及び利用者の意見の聴取 

地域及び利用者等へのアンケート調査を実施する等、提供するサービス

の評価を収集・分析し、定期的な自己評価を実施してください。結果につ

いて年度ごとに事業報告書に記載し、次年度の業務に反映させてください。

実施時期や項目、報告については区と協議の上定めるものとします。 
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エ 分析・自己評価・改善 

指定管理者は、セルフモニタリングの結果、未履行又は目標未達だった

項目については、その原因の分析と自己評価を行い、速やかに改善に取り

組んでください。また、分析の結果と改善対応については、記録を作成し、

区へ報告してください。 

 
オ 報告書の提出 

指定管理者は、モニタリングシート及びセルフモニタリングによる分析

結果や改善措置状況の記録を、定期的に区へ提出してください。なお、提

出書類や頻度、提出期限については区と協議の上定めるものとします。 
（事業報告書に記載するべき事項の例） 

・業務の実施状況 
・施設等の利用状況 
・業務に要した経費等の収支状況 
・利用者からの意見等の把握結果及び対応状況 
・業務の実施結果に対する自己評価 
・個人情報の保護状況 
・その他必要と認めるもの 

 
カ セルフモニタリングの留意点 
・記録の整備と保管を徹底してください。情報共有を簡易迅速に行うため、

フォーマットを電子化してください。 
・利用者視点に基づくサービス改善の意識を常に持つようにしてくださ

い。 
・個人情報の管理に十分注意してください。 

 
【区が行うモニタリング及び評価】 

ア 業務に関するモニタリングの実施 
本仕様書に定める業務が確実に履行されているか確認するために、指定

管理者に報告書等の提出を求めて内容をチェックするとともに、施設の維

持管理状況やサービスの質など報告書等では確認できない事項については、

実地調査やスタッフへのヒアリング等により確認します。 

 
イ 区による評価の実施 

区は、提出された事業報告書を基に、事業計画書に基づく指定管理業務
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が適正に実施されているかを評価し、その結果を公表します。 
評価の結果、指定管理者の管理や事業計画に示された業務等において、

基準を満たしていないと判断した場合、区は改善指導を行います。 
改善指導をしたにもかかわらず、改善されない又は改善の見込みがない

場合には、業務の一部又は全部の停止や指定の取り消し等の措置を講ずる

ことがあります。 

 
（４）業務の引継ぎと指定管理開始に係る準備 

ア 指定管理者は、指定期間の始期（令和７年 4月 1日）から円滑に事業が

実施できるよう、指定管理者が自らの責任と費用負担において、指定後速

やかに事業運営の準備を開始してください。 

 
イ 事業運営の準備に関する期間、日程及びその方法等については、指定管

理者と区が協議して定めます。 

 
ウ 指定期間終了に伴う業務引継ぎについては、指定期間終了前に文書及び

実務担当者による現場説明を十分行うとともに、資料作成、説明等必要な

経費は指定管理者の負担とします。 

 
エ 指定の取り消しにより次期指定管理者等に業務を引継ぐ場合について

も、円滑な引継ぎを実施するとともに、費用が発生した場合は全て指定管

理者の負担とします。 

 
（５）業務の継続が困難になった場合等の措置 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 
指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務継続が困難になった場合

又はそのおそれが生じた場合には、区は指定管理者に改善勧告等を行い、

期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができます。指定管理者

が定められた期間内に改善することができなかった場合には、業務の一部

又は全部の停止や指定の取り消しを命じることができるものとします。 

 
イ 指定が取り消された場合等の賠償 

上述アにより業務の一部又は全部の停止や指定が取り消された場合、指

定管理者は、区に生じた損害を賠償しなければなりません。 

 
ウ 不可抗力による場合 
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不可抗力その他区または指定管理者の責めに帰することができない事

由により、業務の継続が困難となった場合、区と指定管理者は、業務継続

の可否等について協議を行い、継続が困難と判断した場合は、区は指定管

理者の取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができ

るものとします。 

 
上記アまたはイの場合において利用者へのサービスの提供の継続を必

要とするときは、指定管理者は、区の監督の下で業務を継続する義務があ

ります。これが困難な場合においては、区が別の事業者を指名して事業を

実施します。 
 
４ 要求水準 

審査に当たっては、業務計画書の内容が、次に掲げる要求水準を全て充たす

ものであるかどうかについて審査を行います。業務計画書の作成に当たっては、

要求水準の一つでも充たしていない場合又は要求水準を充たすことが確認で

きない場合は、選定対象外となることに留意してください。 

 
（１）運営人員体制等 

業務を実施するため、必要な知識、技能及び経験等を有する職員を配置

し、施設の管理に支障がないように配慮してください。また、公の施設と

しての心構えを認識し、従事職員教育、接遇教育等を徹底し、利用者及び

区民への接遇等が常に良好となるよう努めてください。 

 

項 目 内 容 水 準 備 考 

総括 ・公園の指定管理業務の

総括を行う。 

・管理運営責任者や対象

公園巡視業務の責任者

として常駐する。 

・所長 1 名を指定す

る。週 5日駐在する。 

・副所長 1名を指定す

る。所長と交代で 1

名、365日体制とする。 

 

飛鳥山公園管理事務所

を想定している。 

陳情受付 365 日体制（緊急時の連

絡体制等）とする。 

・受付時間は、全日の

8:30～17:15 とする。 

受付は、飛鳥山公園管

理事務所、夜間の緊急

時の連絡体制は、携帯

電話での対応を想定。 

料金徴収 有料公園施設の料金徴

収を行う。 

・料金徴取は、平日の

8：30～16：30 とする。 

料金の徴収は飛鳥山管

理事務所を想定。 
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親水施設

運転期間

の管理運

営 

12 の公園・児童遊園にあ

る親水施設運転期間の

管理を行う。 

・運転期間 2 名/日、

常駐とします。 

・親水施設清掃（運転

期間 2 回/月、運転期

間前後 1回/月） 

・受水槽洗浄（3 回/

年） 

水準、親水施設の運転

期間は、別紙８「水遊び

ができる公園・児童遊

園、観賞用の流れのあ

る公園（令和5年／2023

年）」のとおり 

 

利用ピー

ク時の管

理運営 

・花見や利用ピーク日で

の駐車場等の整理、利用

案内を行う。 

・閉鎖時間呼びかけ、利

用者の退出管理、利用者

及び見学者等への応接、

問合せ等への対応等。 

・適切な管理運営業

務が実施できる人数、

人材を配置する。 

・花見時の仮設トイ

レ、臨時ごみ置き場等

の設置、維持管理、撤

去 

・花見時のぼんぼり

の設置、夜間点灯、維

持管理、撤去 

・トイレ等園内につ

いて、快適な利用環境

の整備に努める。 

・ゴールデンウィーク

等、連休は多数の人出

が予想されるので、増

員等の対応が必要にな

る場合がある。 

・来場者へは明るく、適

切かつ丁寧な対応を心

がける。 

対象公園

の管理運

営 

・利用者等への応接、問

合せ等への対応等。 

・閉鎖時間呼びかけ、利

用者の退出管理 

・園路広場の清掃状況、

施設の点検及び、不法占

拠、不法投棄、不良行為

等に対する注意、指導を

行う。 

・適切な管理運営業

務が実施できる人数、

人材を配置する。 

・快適な利用環境の

整備に努める。 

・苦情等の処理経過

の記録及び結果を区

に報告する。 

・来園者へは明るく、適

切かつ丁寧な対応を心

がける。 

 

 

（２）職員能力 

ア 共通 

公の施設を運営する者としての常識や協調性を有し、指定管理者が行う

業務（提案事業、自主事業も含む。）に対して、やる気と熱意のある者を配

置すること。 
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イ 所長 

組織統括管理能力と企画立案力があり、公園管理の実績を有する者を配

置してください。 

  

ウ 副所長 

組織統括管理能力と企画立案力があり、1 名は、甲種防火管理者及び防

災管理者資格保持者を配置してください。なお、同資格保持者は所長でも

構いません。 

 

エ スタッフ 

接遇能力、コミュニケーション能力が高く、適切な施設管理業務が可能

な能力のある者を配置してください。 

 

オ 職員研修 

業務を適切に遂行するために、事件・事故・災害時等の際の対応を定

め、職員研修を行ってください。 

 

５ 運営経費に関する事項 

 

（１）指定管理料の支払 

指定管理料の額は、提案のあった経費を上限とし、区の予算の範囲内で

支払うものとします。内容と金額、支払方法、支払時期については、基本

協定書・年度協定書で定めます。アからオまでの予算と収支を提案してく

ださい。 

なお、公の施設の管理運営であることから、区の会計事務に準じ、管理

経費、維持補修料、備品購入費の３つの科目区分をまたいでの流用はでき

ません。天災の影響などやむを得ない事由により流用する必要が生じた場

合、区と協議、承認を得た上で決定するものとします。 

また、原則、指定管理料の補てんもできません。真にやむを得ない事由

によりその必要が生じた場合は、基本協定書、年度協定書に基づき手続き

を進めますが、区の当該年度予算の範囲内とします。 

公募要項10ページの記載もよく読んだ上で、計画を立案してください。 

 

ア 公園管理費 

(ｱ)人件費 

人件費の積算にあたっては、職員（再委託した業務に従事する職員を含
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む。）の労働報酬下限額は、東京都北区公契約条例を遵守してください。 

令和５年度の告示額は、１，１４７円（工事又は製造の請負契約並びに

業務委託及び指定管理協定に従事する特定労働者等に係る労働報酬下限

額）です。金額は毎年度見直されます。また、代表団体、構成団体ともに

当該条例に基づく特約に了承していただくとともに、指定管理開始後は、

所定の労働条件等報告書を提出していただきます。 

 

(ｲ)事務費 

本業務に用いるパソコン、複写機等の賃借料、電話、携帯電話、ＦＡ

Ｘ等の通信費、研修費、事務消耗品費等、事務費は、必要と考えられる経

費を積み上げてください。 

 

(ｳ)管理運営費 

公園の管理運営に必要な経費については、過去の実績を参考にして経費

を積み上げてください。詳細については、基本協定書で定めます。 

 

(ｴ)保守点検費 

  自家用電気工作物、エレベーター等、公園施設の保守点検に係る費用を

計上してください。 

 

(ｵ)広告宣伝費 

  公園・児童遊園紹介のパンフレットの作成費用、ホームページの作成・

管理運営等、広告や宣伝に係る費用を計上してください。 

 

(ｶ)提案事業費 

提案事業に必要な経費と利用料金収入（想定）を示してください。必

要経費と収益とを相殺して必要な金額を提示することができます。 

なお、自主事業に係る経費は計上しないでください。 

 

イ 光熱水費 

施設の維持管理に必要な電気料金、ガス料金、水道料金については、

実績を参考にして予算額を積み上げてください。定めた金額内で自助努力

していただき、清算は行いません。 

なお、名義変更はせず、請求先の変更にて対応します。指定管理者へ

納付書が届いたら料金を支払ってください。詳細については、基本協定書

で定めます。 
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ウ 修繕費 

公園施設（植栽を含む）の修繕に必要な経費は、これまでの実績を参考

にして、修繕予定額を積み上げてください。1件130万円（税込）以下の軽

易な修繕及び整備費用（併設施設部分を含む。）については、指定管理料

に含めて実施していただき、年度終了時に清算します。1件130万円（税

込）を超える修繕は、区が実施するので、指定管理料の提案には含みませ

んが、対応について迅速に協議してください。 

 

エ 備品購入費 

区から無償貸与する既設備品の買い替えや新規購入は、区の承認を得

て指定管理者が行います。当該経費は年度ごとに公園管理費とは別に指定

管理料として区が支払い、年度終了後に清算します。１件税込５万円以上

の物品は、区の備品として登録します。 

 

オ その他経費 

本社が労務管理等の業務を一括して行うために施設（事業所）が負担す

る経費、施設を本社が支援するために必要な経費、民間企業等の利益等の

計上にあたっては、本社が担う役割や業務内容等を明らかにする資料を添

付してください。 

 

（２）銀行口座の開設 

本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理するため、本業務に固有

の銀行口座を開設し、適切な運用を図るものとします。 

 

（３）損害賠償保険 

施設運営にあたり、指定管理者が業務を行うにあたって施設に損害が生

じた場合に対応する「施設賠償責任保険」と施設利用者等に損害が生じた

場合の損害賠償額を担保するための「第三者賠償保険」に必ず加入してく

ださい。また、万が一の情報漏えい時に備え、「サイバー保険」にも加入

してください。 

指定管理者が加入すべき保険の基準は、「特別区自治体総合賠償責任保

険制度」で定める金額となります。（１）ア(ｲ)事務費に含めてください。 

 

６ その他 

本仕様書に定めのない事項については、区と指定管理者が協議の上決定
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し、基本協定書、年度協定書により定めることとします。 
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別紙２　北区立公園・児童遊園一覧（王子・滝野川地区） 令和５年９月１日現在

No. 所在地 面　積(㎡) 所有
大型
遊具

水遊び
運動
広場

トイレ その他特徴

1 あ あすか緑地 あすか 豊島2-10先 3,470.14 国

2 飛鳥山公園 あすかやま 王子1-1-3 73,788.38 国・区・ＪＲ ○ ○
（有料）飛鳥舞台、駐車場、3つの博物館
（無料）旧渋沢庭園、あすかパークレール

3 お 王子駅前公園 おうじえきまえ 王子1-7-1 1,769.44 区

4 王子五丁目公園 おうじごちょうめ 王子5-17-26 1,908.11 都

5 王子三丁目公園
おうじさんちょう
め

王子3-23-33 984.7 都

6 王子本町公園 おうじほんちょう 王子本町2-29-8 1,739.61 区

7 王子四丁目公園
おうじよんちょう
め

王子4-1-16 1,264.36 区

8 王子六丁目公園
おうじろくちょう
め

王子6-2-20 1,636.69 区 ○

9 音無えのき緑地 おとなしえのき 滝野川4-9-17 831.52 国・区

10 音無かつら緑地 おとなしかつら 滝野川5-58-18 94.7 区

11 音無くぬぎ緑地 おとなしくぬぎ 滝野川4-33-13 2,757.37 国 ○

12 音無けやき緑地 おとなしけやき 滝野川3-77-8 1,674.07 国 ○ 河川工事のため閉鎖中

13 音無こぶし緑地 おとなしこぶし 滝野川4-29先 1,849.80 国

14 音無さくら緑地 おとなしさくら 王子本町1-6先 3,529.61 国

15 音無親水公園
おとなししんす
い

王子本町1-1-1先 5,461.33 国・区 ○ 日本の都市公園百選

16 音無みずき緑地 おとなしみずき 滝野川4-8-10 102.71 国・区

17 音無もみじ緑地 おとなしもみじ 滝野川4-2先 6,271.04 国

18 か 神谷堀公園 かみやぼり 王子5-28 5,366.55 区 ○ ○

19 神谷南公園 かみやみなみ 神谷1-32-4 805.93 区

20 き 北谷端公園 きたやばた 滝野川7-14-1 3,191.19 区 ○

21 さ 栄町ふれあい公園
さかえちょうふ
れあい

栄町33-2 1,575.43 区

公園・緑地の名称

…トイレ …だれでもトイレ（夜間は閉鎖します） …おむつ交換台 …オストメイト
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別紙２　北区立公園・児童遊園一覧（王子・滝野川地区） 令和５年９月１日現在

No. 所在地 面　積(㎡) 所有
大型
遊具

水遊び
運動
広場

トイレ その他特徴

22 し 十条公園 じゅうじょう 十条台2-5-13 2,486.25 国 ○ 下水道工事のため一部閉鎖中

23 十条野鳥の森緑地
じゅうじょうや
ちょうのもり

上十条1-22-30 1,031.72 区 閉鎖エリアあり

24 醸造試験所跡地公園
じょうぞうしけん
じょあとち

滝野川2-6-30 6,592.39 国・区

25 た 滝野川公園 たきのがわ 西ケ原2-1-8 15,837.06 国・区 ○ ○ 滝野川体育館・北区防災センター併設

26 滝野川三丁目公園
たきのがわさん
ちょうめ

滝野川3-53 5,123.09 区 〇

27 田端公園 たばた 田端3-23-24 1,658.23 区 ○

28 田端新町公園 たばたしんまち 田端新町1-22-18 1,671.37 区 ○ ○

29 田端新町南むつみ公園
たばたしんまち
みなみむつみ

田端新町1-5-13 994.45 区

30 田端台公園 たばただい 田端1-28-23 3,387.17 区

31 ち 中央公園 ちゅうおう 十条台1-2-1外 79,243.30 国 ○ ○
（有料）駐車場
野球場、テニスコート、文化センター併設

32 と 豊島公園 としま 王子6-3-45 6,045.48 国 ○ ○

33 豊島五・六丁目公園
としまごろくちょ
うめ

豊島6-11-12 1,500.00 区

34 豊島馬場遺跡公園
としまばんばい
せき

豊島8-27-1 2,839.97 区

35 豊島四丁目リバーサイド公園
としまよんちょう
めりばーさいど

豊島4-18-4 1,432.13 区

36 豊島五丁目荒川緑地
としまごちょうめ
あらかわ

豊島5-6先 56,642.86 国 駐車場、陸上競技場、少年野球場併設

37 な 中十条公園 なかじゅうじょう 中十条2-12-12 728.12 区

38 名主の滝公園 なぬしのたき 岸町1-15-25 20,413.03 区
回遊式庭園
（有料）茶室・集会室

39 に 西ケ原公園 にしがはら 西ケ原4-18-1 2,171.58 区

40 西ケ原みんなの公園
にしがはらみん
なの

西ケ原4-51-62 21,878.00 区 ○ ○

41 西中里公園 にしなかざと 中里2-15-1 2,119.75 区 ○

42 は 白山堀公園 はくさんぼり 堀船3-11-17 2,570.20 区

公園・緑地の名称
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別紙２　北区立公園・児童遊園一覧（王子・滝野川地区） 令和５年９月１日現在

No. 所在地 面　積(㎡) 所有
大型
遊具

水遊び
運動
広場

トイレ その他特徴

43 ひ 東王子公園 ひがしおうじ 堀船2-19-18 718.31 区

44 東田端公園 ひがしたばた 東田端2-5-18 1,913.88 区

45 東豊島公園 ひがしとしま 豊島5-5-15 13,211.28 区

46 東中里公園 ひがしなかざと 中里1-12-2 1,645.87 区 ○

47 ほ 堀船公園 ほりふね 堀船2-10-5 3,004.82 区 ○ ○

48 堀船一丁目公園
ほりふねいっ
ちょうめ

堀船1-15-9 1,283.32 区

49 堀船第三公園
ほりふねだいさ
ん

堀船2-22-3 1,235.48 区

50 堀船第二公園 ほりふねだいに 堀船2-27-17 1,774.03 区 ○

51 堀船緑地 ほりふねりょくち 堀船3-1-6 3,082.35 国 〇

52 み 南橋公園 みなみばし 中十条1-1-15 520.32 国

53 南谷端公園 みなみやばた 滝野川7-42-1 7,144.74 区 ○ ○ 谷端プール併設

54 や 柳田公園 やなぎだ 王子1-20-1 2,299.82 区 ○

55 わ 童橋公園 わらべばし 田端5-1-7 1,095.69 区 ○

No. 所在地 面　積(㎡) 所有
大型
遊具

水遊び
運動
広場

トイレ その他特徴

1 い いがしら児童遊園 いがしら 岸町2-9-16 344.8 区

2 お 王子五丁目児童遊園 おうじごちょうめ 王子5-2-13 1,077.72 公団

3 王子三丁目児童遊園 おうじさんちょうめ 王子3-24-1 2,420.87 国

4 王子六丁目児童遊園 おうじろくちょうめ 王子6-2-60 787.05 国

5 大原児童遊園 おおはら 滝野川1-78-8 331.62 区

6 か 上一ふれあい児童遊園 かみいちふれあい 上十条1-16-15 524.6 区

公園・緑地の名称

児童遊園の名称
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別紙２　北区立公園・児童遊園一覧（王子・滝野川地区） 令和５年９月１日現在

No. 所在地 面　積(㎡) 所有
大型
遊具

水遊び
運動
広場

トイレ

7 か 上十条四丁目児童遊園
かみじゅうじょうよ
んちょうめ

上十条4-17-2 451.91 区

8 上田端児童遊園 かみたばた 田端4-18-1 326.15 私

9 上中里一丁目児童遊園
かみなかざといっ
ちょうめ

上中里1-38-1 226.37 私

10 上中里三丁目児童遊園
かみなかざとさん
ちょうめ

上中里3-12-4 616.69 区

11 上中里二丁目児童遊園
かみなかざとに
ちょうめ

上中里2-13-15 307.73 都

12 神谷一丁目児童遊園
かみやいっちょう
め

神谷1-5-11 313.22 区

13 き 岸町二丁目児童遊園 きしまちにちょうめ 岸町2-5-16 326.23 区

14 旧古河庭園児童遊園
きゅうふるかわて
いえん

西ケ原1-27-3 321.9 国

15 こ こはら児童遊園 こはら 滝野川5-1先 328.7 私・豊島区

16 さ 栄町北児童遊園 さかえちょうきた 栄町24-12 204.55 都

17 栄町西児童遊園 さかえちょうにし 栄町40-2先 323.65 JR

18 栄町南児童遊園
さかえちょうみな
み

栄町7-12 243.7 都

19 し 地蔵坂下児童遊園 じぞうさかした 東十条3-18-44 106.97 JR

20 十条仲原一丁目児童遊園
じゅうじょうなかは
らいっちょうめ

十条仲原1-21-10 333.37 区

21 十条仲原二丁目児童遊園
じゅうじょうなかは
らにちょうめ

十条仲原2-15-14 53.31 都

22 昭和町児童遊園 しょうわまち 昭和町3-9-10 1,191.54 区 水道工事のため全面閉鎖中

23 昭和町ふれあい児童遊園
しょうわまちふれ
あい

昭和町1-5-14 644.92 区

24 た 滝野川菊谷児童遊園
たきのがわきくた
に

滝野川6-43-1 468.71 区

25 滝野川五丁目児童遊園
たきのがわごちょ
うめ

滝野川5-42-32 431.45 私

26 滝野川三丁目児童遊園
たきのがわさん
ちょうめ

滝野川3-80-3 699.65 区

27 滝野川馬場児童遊園
たきのがわばん
ば

滝野川2-30-29 780.45 都

児童遊園の名称
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別紙２　北区立公園・児童遊園一覧（王子・滝野川地区） 令和５年９月１日現在

No. 所在地 面　積(㎡) 所有
大型
遊具

水遊び
運動
広場

トイレ

28 た 田端新町一丁目児童遊園
たばたしんまち
いっちょうめ

田端新町1-17-8 989.45 区

29 田端西台児童遊園 たばたにしだい 田端5-14-1 380.33 区

30 田端二丁目児童遊園 たばたにちょうめ 田端2-6-15 487.75 区

31 ち ちんちん山児童遊園 ちんちんやま 岸町2-1-11先 745.9 都 ○ ○

32 と 道音坂児童遊園 どういんざか 滝野川1-32-2 564.02 区

33 豊島七丁目児童遊園 としまななちょうめ 豊島7-31-1 826 区

34 豊島七丁目北児童遊園
としまななちょうめ
きた

豊島7-24-4 587.62 都・区

35 豊島七丁目南児童遊園
としまななちょうめ
みなみ

豊島7-4-1 743.9 区

36 豊島八丁目児童遊園 としまはっちょうめ 豊島8-33-11 451.53 区

37 豊島八幡児童遊園 としまはちまん 豊島2-19-15 653.17 国

38 豊島四丁目南児童遊園
としまよんちょうめ
みなみ

豊島4-14-1 266.65 区

39 豊島四丁目児童遊園 としまよんちょうめ 豊島4-17-9 757.84 区

40 豊川児童遊園 とよかわ 豊島7-7-8 552.18 都 令和6年4月1日リニューアル開園予定

41 な 中里三丁目児童遊園
なかざとさんちょう
め

中里3-22-9 1,472.05 区

42 中十条一丁目児童遊園
なかじゅうじょう
いっちょうめ

中十条1-20-9 437.45 区

43 中十条三丁目児童遊園
なかじゅうじょうさ
んちょうめ

中十条3-7-1 364.64 区

44 に 西ケ原一丁目児童遊園
にしがはらいっ
ちょうめ

西ケ原1-9-4 350.49 区

45 西ケ原三丁目児童遊園
にしがはらさん
ちょうめ

西ケ原3-19-8 308.05 区

46 西ケ原二丁目児童遊園
にしがはらにちょ
うめ

西ケ原2-19-11 700.42 区

47 は 八幡通り児童遊園 はちまんどおり 滝野川5-10-1 898.77 区

48 ひ 東十条一丁目高架下児童遊園
ひがしじゅうじょう
いっちょうめこうかし
た

東十条1-7先 621.23 JR ○

児童遊園の名称
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別紙２　北区立公園・児童遊園一覧（王子・滝野川地区） 令和５年９月１日現在

No. 所在地 面　積(㎡) 所有
大型
遊具

水遊び
運動
広場

トイレ

49 ひ 東十条二丁目高架下児童遊園
ひがしじゅうじょうに
ちょうめこうかした 東十条2-1-14 464.98 JR ○

50 東十条南児童遊園
ひがしじゅうじょう
みなみ

東十条1-2-1 1,477.47 都 ○

51 東田端二丁目児童遊園
ひがしたばたに
ちょうめ

東田端2-13-7 565.91 区

52 ふ 船方児童遊園 ふなかた 堀船4-13-28 1,535.08 国・区 ○

53 ほ 堀船一丁目児童遊園
ほりふねいっちょ
うめ

堀船1-5-6 373.61 区

54 堀船一丁目いこい児童遊園
ほりふねいっちょ
うめいこい

堀船1-23-1 628.77 区

55 堀船三丁目児童遊園
ほりふねさんちょ
うめ

堀船3-1-16 1,245.85 都・区 ○

56 堀船三丁目西児童遊園
ほりふねさんちょ
うめにし

堀船3-16-3 424.93 都

57 堀船二丁目児童遊園
ほりふねにちょう
め

堀船2-25-13 440.93 都

58 堀船四丁目児童遊園
ほりふねよんちょ
うめ

堀船4-4-21 566.94 区

59 堀船四丁目西児童遊園
ほりふねよんちょ
うめにし

堀船4-4-35 246.67 国・区

60 み 宮堀児童遊園 みやぼり 神谷1-6-21先 269.48 国・区

61 や 谷戸さんさん児童遊園 やとさんさん 西ケ原3-59-16 925.6 区

62 よ 四本木児童遊園 よもとぎ 滝野川3-61-8 689.77 都 ○

児童遊園の名称

6



No. 公園名 範囲 場　所 委託先 備　　考

1 飛鳥山公園 一部 渋沢邸周辺 指定管理者 通　年 9：00～16：00 晩香蘆・青淵文庫　10:00～15:3０

2 王子四丁目公園 全体 町会 通　年 9：00～17：00 王子四丁目町会

3 音無親水公園 一部 親水施設内 指定管理者 通　年 9：00～16：00

4 音無もみじ緑地 一部 湾処(ワンド) 指定管理者 通　年 9：00～16：00

5 上中里三丁目児童遊園 全体 町会
4～ 9月

10～ 3月
9：00～18：00
9：00～17：00

上中里三丁目自治会

6 栄町西児童遊園 一部 シルバー
4～ 9月

10～ 3月
8：00～18：00
8：00～16：30

7 十条野鳥の森緑地 全体 シルバー
4～  9月

10～ 3月
8：00～18：00
8：00～17：00

8 昭和町ふれあい児童遊園 全体 町会
5～ 9月

10～ 4月
8：30～18：00
8：30～16：30

昭和町自治会

9 ちんちん山児童遊園 一部 多目的広場 町会 通　年 8：00～18：00 岸町二丁目町会

10 名主の滝公園 全体 委託

7/15～
9/15
9/16～
7/14

9：00～18：00
9：00～17：00

入園は閉園の30分前

11 東十条南児童遊園 全体
※王子二丁目
の広場も含む

シルバー
4～ 9月

10～ 3月
9：00～18：00
9：00～17：00

12 東十条二丁目高架下児童遊園 全体 町会
4～ 9月

10～ 3月
8：00～18：00
8：00～16：30

東十条二丁目町会

13 田端新町公園 一部 多目的広場 町会
4～ 9月

10～ 3月
8：00～18：00
8：00～17：00

田端新町一丁目親交会

別紙３　夜間閉鎖している公園・児童遊園一覧（王子・滝野川地区）

開放時間
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No. 公園名 範囲 場　所 委託先 備　　考

別紙３　夜間閉鎖している公園・児童遊園一覧（王子・滝野川地区）

開放時間

14 南谷端公園 一部 多目的広場 シルバー
4～ 9月

10～ 3月
9：00～18：00
9：00～17：00

15 谷戸さんさん児童遊園 全体 町会、指定管理者 通年 9：00～17：00 西ケ原三和自治会

16 いがしら児童遊園 全体 町会 通年 9：00～17：00 岸町二丁目町会

17 堀船緑地 一部 シルバー
4～ 9月

10～ 3月
9：00～18：00
9：00～16：30

18 堀船第二公園 一部 シルバー
4～ 9月

10～ 3月
9：00～18：00
9：00～17：00

注１：シルバー・・・北区シルバー人材センター　　　　
注２：令和５年３月31日現在
注３：委託先は、変更となる場合があります。
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番号 公園、児童遊園名
事務所の

有無
番号 公園、児童遊園名

事務所の
有無

1 あすか緑地 51 南橋公園
2 飛鳥山公園 ○ 52 南谷端公園
3 王子駅前公園 53 柳田公園
4 王子五丁目公園 54 童橋公園
5 王子三丁目公園 55 いがしら児童遊園
6 王子本町公園 56 王子五丁目児童遊園
7 王子四丁目公園 57 王子三丁目児童遊園
8 王子六丁目公園 58 王子六丁目児童遊園
9 音無えのき緑地 59 大原児童遊園

10 音無かつら緑地 60 上一ふれあい児童遊園
11 音無くぬぎ緑地 61 上十条四丁目児童遊園
12 音無けやき緑地 62 上田端児童遊園
13 音無こぶし緑地 63 上中里一丁目児童遊園
14 音無さくら緑地 64 上中里三丁目児童遊園
15 音無親水公園(石神井川リバ含) ○ 65 上中里二丁目児童遊園
16 音無みずき緑地 66 神谷一丁目児童遊園
17 音無もみじ緑地 67 岸町二丁目児童遊園
18 神谷堀公園 68 旧古河庭園児童遊園
19 神谷南公園 69 こはら児童遊園
20 北谷端公園 70 栄町北児童遊園
21 栄町ふれあい公園 71 栄町西児童遊園
22 十条公園 72 栄町南児童遊園
23 十条野鳥の森緑地 73 地蔵坂下児童遊園
24 醸造試験所跡地公園 74 十条仲原一丁目児童遊園
25 滝野川公園 ○ 75 十条仲原二丁目児童遊園
26 滝野川三丁目公園 76 昭和町児童遊園
27 田端公園 77 昭和町ふれあい児童遊園
28 田端新町公園 ○ 78 滝野川菊谷児童遊園
29 田端新町南むつみ公園 79 滝野川五丁目児童遊園
30 田端台公園 80 滝野川三丁目児童遊園
31 中央公園 ○ 81 滝野川馬場児童遊園
32 豊島公園 ○ 82 田端新町一丁目児童遊園
33 豊島五・六丁目公園 83 田端西台児童遊園
34 豊島馬場遺跡公園 84 田端二丁目児童遊園
35 豊島四丁目リバーサイド公園 85 ちんちん山児童遊園
36 中十条公園 86 道音坂児童遊園
37 名主の滝公園 ○ 87 豊島七丁目児童遊園
38 西ケ原公園 88 豊島七丁目北児童遊園
39 西ケ原みんなの公園 ○ 89 豊島七丁目南児童遊園
40 西中里公園 90 豊島八丁目児童遊園
41 白山堀公園 91 豊島八幡児童遊園
42 東王子公園 92 豊島四丁目児童遊園
43 東田端公園 93 豊島四丁目南児童遊園
44 東豊島公園 94 中里三丁目児童遊園
45 東中里公園 95 中十条一丁目児童遊園
46 堀船公園 ○ 96 中十条三丁目児童遊園
47 堀船一丁目公園 97 西ケ原一丁目児童遊園
48 堀船第三公園 98 西ケ原三丁目児童遊園
49 堀船第二公園 99 西ケ原二丁目児童遊園
50 堀船緑地 100 八幡通り児童遊園

別紙４　北区立公園・児童遊園の事務所の有無一覧(王子・滝野川地区)
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番号 公園、児童遊園名
事務所の

有無
101 東十条一丁目高架下児童遊園

102 東十条二丁目高架下児童遊園

103 東十条南児童遊園
104 東田端二丁目児童遊園
105 船方児童遊園
106 堀船一丁目児童遊園
107 堀船一丁目いこい児童遊園
108 堀船三丁目児童遊園
109 堀船三丁目西児童遊園
110 堀船二丁目児童遊園
111 堀船四丁目児童遊園
112 堀船四丁目西児童遊園
113 宮堀児童遊園
114 谷戸さんさん児童遊園
115 四本木児童遊園
116 豊川児童遊園
117 豊島五丁目荒川緑地

別紙４　北区立公園・児童遊園の事務所の有無一覧(王子・滝野川地区)

2



別紙５　北区立公園・児童遊園　トイレ内衛生設備の数量、清掃回数、施錠の有無一覧（令和５年度）(王子・滝野川地区)

　　　　だれでもトイレ

小便器 洗面
ベビー
チェア

大便
器

洗面
オスト
メイト

ベビー
シート 有 解錠 施錠

1 あすか緑地 あすか緑地 3 2 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

2 飛鳥山公園 飛鳥山公園　（東） (3) 5 3 2 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 3 ○ ８時 19時

3 飛鳥山公園 飛鳥山公園　（北） (3) 4 3 5 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 3 ○ ８時 19時

4 飛鳥山公園 飛鳥山公園　（中央） 4 3 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 3 ○ ８時 19時

5 飛鳥山公園 飛鳥山公園　（南） 4 3 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 3 ○ ８時 19時

6 王子駅前公園 王子駅前公園 (1) 3 3 2 1 1 1 4 3 2 2 2 3 ○ ８時 19時

7 王子五丁目公園 王子五丁目公園 3 2 2 1 1 4 3 2 2 2 1 ○ 8時 17時

8 王子五丁目児童遊園 王子五丁目児童遊園 (1) 1 1 2 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

9 王子三丁目児童遊園 王子三丁目児童遊園 1 1 1 4 3 2 2 2 1

10 王子本町公園 王子本町公園 2 2 2 1 1 4 3 2 2 2 1 ○ ８時 17時

11 王子四丁目公園 王子四丁目公園 1 1 1 4 3 2 2 2 1 ○ ８時 17時

12 王子六丁目公園 王子六丁目公園 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 1 ○ 8時 17時

13 大原児童遊園 大原児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

14 音無こぶし緑地 音無こぶし緑地 1 1 1 1 1 1 4 3 2 2 1 ○ ８時 17時

15 音無親水公園 音無親水公園 3 2 2 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 19時

16 音無もみじ緑地 音無もみじ緑地 2 1 1 1 4 3 2 2 1

17 上十条四丁目児童遊園 上十条四丁目児童遊園 1 4 3 2 2 1 〇 ８時 17時

施錠有無

一般
清掃

No 公園名 トイレ名

大便器

衛　生　設　備
清掃回数

尿石
除去

金衛
清掃

天窓
掃除

床
清掃

壁
清掃

1



別紙５　北区立公園・児童遊園　トイレ内衛生設備の数量、清掃回数、施錠の有無一覧（令和５年度）(王子・滝野川地区)

　　　　だれでもトイレ

小便器 洗面
ベビー
チェア

大便
器

洗面
オスト
メイト

ベビー
シート 有 解錠 施錠

施錠有無

一般
清掃

No 公園名 トイレ名

大便器

衛　生　設　備
清掃回数

尿石
除去

金衛
清掃

天窓
掃除

床
清掃

壁
清掃

18 上田端児童遊園 上田端児童遊園 1 4 3 2 2 1

19 上中里三丁目児童遊園 上中里三丁目児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

20 上中里二丁目児童遊園 上中里二丁目児童遊園 1 4 3 2 2 1

21 神谷一丁目児童遊園 神谷一丁目児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

22 神谷堀公園 神谷堀公園 (1) 3 2 2 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ 8時 17時

23 神谷南公園 神谷南公園 1 1 4 3 2 2 1

24 北谷端公園 北谷端公園 (1) 3 2 2 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

25 こはら児童遊園 こはら児童遊園 1 1 4 3 2 2 2 1

26 栄町西児童遊園 栄町西児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

27 栄町ふれあい公園 栄町ふれあい公園 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

28 十条公園 十条公園 3 3 2 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

29 十条仲原一丁目児童遊園 十条仲原一丁目児童遊園 1 1 1 4 3 2 2 1

30 十条野鳥の森緑地 十条野鳥の森緑地 1 1 1 4 3 2 2 1 ○ ８時 17時

31 醸造試験所跡地公園 醸造試験所跡地公園 2 1 2 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

32 昭和町ふれあい児童遊園 昭和町ふれあい児童遊園 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

33 滝野川公園 滝野川公園 3 2 2 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 19時

34 滝野川五丁目児童遊園 滝野川五丁目児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

2



別紙５　北区立公園・児童遊園　トイレ内衛生設備の数量、清掃回数、施錠の有無一覧（令和５年度）(王子・滝野川地区)

　　　　だれでもトイレ

小便器 洗面
ベビー
チェア

大便
器

洗面
オスト
メイト

ベビー
シート 有 解錠 施錠

施錠有無

一般
清掃

No 公園名 トイレ名

大便器

衛　生　設　備
清掃回数

尿石
除去

金衛
清掃

天窓
掃除

床
清掃

壁
清掃

35 滝野川三丁目公園 滝野川三丁目公園 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 3 ○ ８時 17時

36 滝野川馬場児童遊園 滝野川馬場児童遊園 1 1 1 4 3 2 2 2 1

37 田端公園 田端公園 1 2 1 4 3 2 2 2 1

38 田端新町公園 田端新町公園 3 2 2 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

39 田端新町一丁目児童遊園 田端新町一丁目児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

40 田端新町南むつみ公園 田端新町南むつみ公園 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 1 ○ ８時 19時

41 田端台公園 田端台公園 (2) 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

42 田端西台児童遊園 田端西台児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

43 田端二丁目児童遊園 田端二丁目児童遊園 1 1 1 1 4 3 2 2 2 1 ○ ８時 17時

44 中央公園 中央公園Ａ（テニスコート） 3 3 4 2 2 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

45 中央公園 中央公園Ｂ（野球場Ｂ面） (2) 2 2 2 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

46 中央公園 中央公園Ｃ（児童コーナー） (2) 2 2 2 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

47 中央公園 中央公園Ｄ（流れ） (2) 2 2 2 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

48 中央公園 中央公園Ｅ（拡張部） (1) 3 3 4 2 1 2 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

49 ちんちん山児童遊園 ちんちん山児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

50 豊島公園 豊島公園（西：第２ブロック） 3 3 3 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ 8時 17時

51 豊島公園 豊島公園（東：第５ブロック） 3 3 2 4 3 2 2 2 2
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別紙５　北区立公園・児童遊園　トイレ内衛生設備の数量、清掃回数、施錠の有無一覧（令和５年度）(王子・滝野川地区)

　　　　だれでもトイレ

小便器 洗面
ベビー
チェア

大便
器

洗面
オスト
メイト

ベビー
シート 有 解錠 施錠

施錠有無

一般
清掃

No 公園名 トイレ名

大便器

衛　生　設　備
清掃回数

尿石
除去

金衛
清掃

天窓
掃除

床
清掃

壁
清掃

52 豊島五・六丁目公園 豊島五・六丁目公園 2 1 2 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ 8時 17時

53 豊島七丁目児童遊園 豊島七丁目児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

54 豊島七丁目北児童遊園 豊島七丁目北児童遊園 1 1 1 4 3 2 2 1 ○ 8時 17時

55 豊島七丁目南児童遊園 豊島七丁目南児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

56 豊島八幡児童遊園 豊島八幡児童遊園 1 1 1 4 3 2 2 2 1

57 豊島八丁目児童遊園 豊島八丁目児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

58 豊島馬場遺跡公園 豊島馬場遺跡公園 4 2 3 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ 8時 17時

59 豊島四丁目児童遊園 豊島四丁目児童遊園 1 1 1 1 4 3 2 2 1 ○ 8時 17時

60 豊島四丁目リバーサイド公園 豊島四丁目リバーサイド公園 1 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 1 ○ 8時 18時

61 中里三丁目児童遊園 中里三丁目児童遊園 1 1 4 3 2 2 2 1

62 中十条公園 中十条公園 2 1 2 4 3 2 2 2 1

63 中十条一丁目児童遊園 中十条一丁目児童遊園 1 1 1 4 3 2 2 2 1

64 名主の滝公園 名主の滝公園 (3) 3 3 2 4 3 2 2 2 2

65 西ケ原公園 西ケ原公園 1 4 3 2 2 1

66 西ケ原みんなの公園 西ケ原みんなの公園（北） 1 1 1 1 1 4 3 　 2 2 3 ○ ８時 19時

67 西ケ原みんなの公園 西ケ原みんなの公園（南） (2) 4 3 4 1 1 1 1 1 4 3 　 2 2 3 ○ ８時 19時

68 西中里公園 西中里公園 3 2 2 1 1 4 3 2 2 2 3 ○ ８時 17時
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別紙５　北区立公園・児童遊園　トイレ内衛生設備の数量、清掃回数、施錠の有無一覧（令和５年度）(王子・滝野川地区)

　　　　だれでもトイレ

小便器 洗面
ベビー
チェア

大便
器

洗面
オスト
メイト

ベビー
シート 有 解錠 施錠

施錠有無

一般
清掃

No 公園名 トイレ名

大便器

衛　生　設　備
清掃回数

尿石
除去

金衛
清掃

天窓
掃除

床
清掃

壁
清掃

69 白山堀公園 白山堀公園 (2) 2 1 2 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

70 八幡通り児童遊園 八幡通り児童遊園 1 1 4 3 2 2 2 1

71 東王子公園 東王子公園 2 3 2 1 1 4 3 2 2 1 ○ ８時 17時

72 東十条一丁目高架下児童遊園 東十条一丁目高架下児童遊園 1 1 4 3 2 2 2 1

73 東十条南児童遊園 東十条南児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

74 東田端公園 東田端公園 (1) 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 1 ○ ８時 17時

75 東田端二丁目児童遊園 東田端二丁目児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

76 東豊島公園 東豊島公園 3 2 2 4 3 2 2 2 1

77 東中里公園 東中里公園 1 1 1 1 1 4 3 2 2 2 1 ○ ８時 19時

78 船方児童遊園 船方児童遊園 1 2 1 4 3 2 2 2 1

79 堀船公園 堀船公園 3 3 2 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

80 堀船一丁目児童遊園 堀船一丁目児童遊園 1 1 1 4 3 2 2 1

81 堀船一丁目公園 堀船一丁目公園 (1) 1 1 2 1 1 1 1 1 4 3 2 2 1 ○ ８時 17時

82 堀船三丁目西児童遊園 堀船三丁目西児童遊園 1 1 1 4 3 2 2 1

83 堀船第三公園 堀船第三公園 1 3 1 4 3 2 2 2 1

84 堀船第二公園 堀船第二公園 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 18時

85 堀船四丁目児童遊園 堀船四丁目児童遊園 1 1 4 3 2 2 1
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別紙５　北区立公園・児童遊園　トイレ内衛生設備の数量、清掃回数、施錠の有無一覧（令和５年度）(王子・滝野川地区)

　　　　だれでもトイレ

小便器 洗面
ベビー
チェア

大便
器

洗面
オスト
メイト

ベビー
シート 有 解錠 施錠

施錠有無

一般
清掃

No 公園名 トイレ名

大便器

衛　生　設　備
清掃回数

尿石
除去

金衛
清掃

天窓
掃除

床
清掃

壁
清掃

86 西ケ原二丁目児童遊園 西ケ原二丁目児童遊園 1 1 1 4 3 2 2 1

87 南橋公園 南橋公園 1 1 4 3 2 2 2 1

88 南谷端公園 南谷端公園 (1) 2 3 2 1 1 1 4 3 2 2 2 3 ○ ８時 17時

89 宮堀児童遊園 宮堀児童遊園 1 1 1 4 3 2 2 2 1

90 柳田公園 柳田公園 (2) 3 4 3 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 ○ ８時 17時

91 四本木児童遊園 四本木児童遊園 1 1 4 3 2 2 1

92 童橋公園 童橋公園 1 1 1 4 3 2 2 2 1

＊一般清掃：１日あたりの清掃回数とする。 ＊衛生設備個数の大便器欄（　）の数字は洋式便器の数。

＊指定清掃：委託期間内で指定した回数を行うこと。 ＊多目的トイレ、もしくはトイレ全体を施錠します。

＊金衛清掃：金属衛生器等の清掃作業。

＊施錠有無欄：○は施・解錠作業有。

＊音無親水公園トイレは、花見期間中（３月１５日から４月１５日）一般清掃の回数を１日３回とする。
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番号 利用箇所 団体名 競技種目 会員 利用日 利用時間 利用場所

1 王子本町公園 王子本町和朗会 輪 投 げ 18 月・水（金（予備）） 9：30～12：00 公園広場

2 音無こぶし緑地 宮元シニアクラブ グラウンドゴルフ 24 月・火・水・木・金　 10：00～11：30 公園広場

3 上中里一丁目児童遊園 上中里なでしこ会 輪 投 げ 11 月　 10：30～11：30 公園広場

4 田端台公園 田端東部グリーンクラブ グラウンドゴルフ 8 金 9：00～12：00 公園広場

5 ちんちん山児童遊園 岸二柏寿会 ゲートボール、輪投げ 10 木 10：00～12：00 多目的広場

6 豊島馬場遺跡公園 王子五丁目町会 グラウンドゴルフ 12 金 9：00～11：00 公園広場

7 豊島馬場遺跡公園
豊八寿会　豊島八丁目町会
文化部

グラウンドゴルフ 15 月 9：00～11：00 公園広場

8 中十条公園 中十条長寿会 グラウンドゴルフ・輪投げ 23 水・木 10：00～12：00 公園広場

9 西中里公園 中里和楽会 グラウンドゴルフ・輪投げ 25 火・金 9：00～11：50 公園広場

10 東十条南児童遊園 岸一若菜会 グラウンドゴルフ 11 火 9：00～11：00 公園広場

11 東十条南児童遊園 王三暁クラブ 輪 投 げ 8 月・金　 9：30～12：00 公園広場

12 東十条南児童遊園 笑年ｸﾗﾌﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ グラウンドゴルフ 23 月 9：00～12：00 公園広場

13 東中里公園 協友会 輪 投 げ 21 水 10：00～12：00 公園広場

14 東十条一丁目高架下児童遊園 東十条笑年クラブ 健康体操 22 水 9：00～12：00 多目的広場

15 堀船第二公園 堀船公社住宅みのり会 ペタンク・体操 18 月・火・水・木・金 7：00～8：00 公園広場

16 柳田公園 王寿会 グランドゴルフ・ペタンク 21 水・金　 9：00～11：00 公園広場

17 堀船第二公園 公社堀船住宅自治会 ラジオ体操・グランドゴルフ 20 月・火・水・木・金 8：30～9：30 公園広場

注：令和５年６月現在

別紙６　北区立公園・児童遊園　競技団体登録一覧表（王子・滝野川地区）



別紙７　東京都北区立公園・児童遊園　美化ボランティア一覧(令和５年度)(王子・滝野川地区)
No. 団体名 活動場所

1 田端西台自治会 田端西台児童遊園
2 滝野川小原自治会 こはら児童遊園
3 豊島二丁目町会 豊二寿会 豊島公園
4 中十条一丁目町会 中十条一丁目児童遊園
5 花愛好会 東中里公園
6 あつまれ！わんパーク隊  王子六丁目児童遊園
7 堀船小学校 白山堀公園
8 王子四丁目町会 王子四丁目公園
9 十条仲原一丁目町会 十条仲原一丁目児童遊園

10 デイサービスはるかぜ 王子本町公園
11 滝野川公園花クラブ 滝野川公園
12 あつまれ！わんパーク隊Ⅱ 豊島七丁目北児童遊園
13 田端生活会議 童橋公園
14 栄町親和会 栄町ふれあい公園
15 あじさい 王子本町公園
16 あつまれ！わんパーク隊Ⅲ 王子5丁目児童遊園
17 王寿会 王子駅前公園
18 西ヶ原南谷戸自治会 西ヶ原公園
19 西大原自治会 大原児童遊園
20 田端東部みどりの会 田端台公園
21 西ヶ原みんなの公園愛犬クラブ（清掃） 西ヶ原みんなの公園
22 愛犬クラブガーデニング
23 東京北ライオンズ
24 昭和町自治会厚生保険部 昭和町ふれあい児童遊園
25 キッズタウン東十条保育園 地蔵坂下児童遊園
26 NPO法人わくわくかんボランティア響会　 中央公園（拡張部）
27 滝野川もみじ小学校 音無もみじ緑地
28 西ヶ原東部自治会 旧古河庭園児童遊園
29 西ケ原三和谷戸自治会 谷戸さんさん児童遊園
30 グリーン　パーク　コーヨー 音無もみじ緑地
31 桐ケ丘フラワー同好会Ⅱ 桐ケ丘中央公園（南）
32 第一生命保険株式会社 童橋公園

33 にじいろ保育園田端新町（清掃）
田端新町一丁目児童遊園
田端新町南むつみ公園

34 上十条四丁目町会 上十条四丁目児童遊園
35 王子五丁目町会 王子五丁目公園
36 上中里緑風会 上中里一丁目児童遊園
計36団体（令和5年5月19日時点）

西ヶ原みんなの公園



公園名称 運転日 清掃日 施設の様子 交通アクセス等

飛鳥山公園
（指定管理）

※土日祝日のみ運転
　5月1日(月曜)
　　～６月３０日(金曜)

※毎日運転
　7月1日(土曜)
　　～８月３１日(木曜)

※土日のみ運転
　９月１日(金曜)
　　～９月１０日(日曜)

第1・3金曜

音無親水公園
（指定管理）

※土日祝日のみ運転
　5月1日(月曜)
　　～６月３０日(金曜)

※毎日運転
　7月1日(土曜)
　　～８月３１日(木曜)

※土日のみ運転
　９月１日(金曜)
　　～９月１０日(日曜)

第1・3水曜

神谷堀公園

※土日祝日のみ運転
　６月1日(木曜)
　　～６月３０日(金曜)

※毎日運転
　7月1日(土曜)
　　～８月３１日(木曜)

※土日のみ運転
　９月１日(金曜)
　　～９月１０日(日曜)

第1・3木曜

北運動公園

※毎日運転
　7月1日(土曜)
　　～８月３１日(木曜)

※土日のみ運転
　９月１日(金曜)
　　～９月１０日(日曜)

第1・3月曜

清水坂公園
（指定管理）

※土日祝日のみ運転
　5月1日(月曜)
　　～６月３０日(金曜)

※毎日運転
　7月1日(土曜)
　　～８月３１日(木曜)

※土日のみ運転
　９月１日(金曜)
　　～９月１０日(日曜)

第2・4水曜

滝野川公園

※土日祝日のみ運転
　5月1日(月曜)
　　～６月３０日(金曜)

※毎日運転
　7月1日(土曜)
　　～８月３１日(木曜)

※土日のみ運転
　９月１日(金曜)
　　～９月１０日(日曜)

第1・3木曜

田端新町公園

※土日祝日のみ運転
　６月1日(木曜)
　　～６月３０日(金曜)

※毎日運転
　7月1日(土曜)
　　～８月３１日(木曜)

※土日のみ運転
　９月１日(金曜)
　　～９月１０日(日曜)

第2・4水曜

別紙8　水遊びができる公園・児童遊園、観賞用の流れのある公園（令和5年／2023年）

※利用時間は、午前10時から午後4時までです。
※清掃日以外にも、雨天時や電力事情がひっ迫した場合等は、運転を休止することがあります。

北区王子5-21先

東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩10分

北区神谷2-47-6

JR赤羽駅（南改札／東口） 徒歩15分

東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩15分

北区田端新町1-22-18

JR田端駅（北口） 徒歩15分

北区王子1-1-3

JR王子駅（中央口・南口）

東京メトロ南北線 王子駅（1番出口）

都電荒川線 王子駅前・飛鳥山

いずれも下車すぐ

北区王子本町1-1-1

JR王子駅（北口／親水公園口）下車すぐ

北区十条仲原4-2-1

JR赤羽駅（南改札／西口） 徒歩13分

JR東十条駅（北口） 徒歩15分

JR十条駅 徒歩15分

北区西ヶ原2-1-8

JR上中里駅 徒歩5分

東京メトロ南北線 西ヶ原駅 徒歩3分



公園名称 運転日 清掃日 施設の様子 交通アクセス等

別紙8　水遊びができる公園・児童遊園、観賞用の流れのある公園（令和5年／2023年）

※利用時間は、午前10時から午後4時までです。
※清掃日以外にも、雨天時や電力事情がひっ迫した場合等は、運転を休止することがあります。

中央公園

※毎日運転
　7月1日(土曜)
　　～８月３１日(木曜)

※土日のみ運転
　９月１日(金曜)
　　～９月１０日(日曜)

第1・3金曜

豊島公園

※土日祝日のみ運転
　６月1日(木曜)
　　～６月３０日(金曜)

※毎日運転
　7月1日(土曜)
　　～８月３１日(木曜)

※土日のみ運転
　９月１日(金曜)
　　～９月１０日(日曜)

第2・4水曜

西ヶ原
みんなの公園
（指定管理）

※土日祝日のみ運転
　5月1日(月曜)
　　～６月３０日(金曜)

※毎日運転
　7月1日(土曜)
　　～８月３１日(木曜)

※土日のみ運転
　９月１日(金曜)
　　～９月１０日(日曜)

第1・3火曜

堀船公園

※土日祝日のみ運転
　６月1日(木曜)
　　～６月３０日(金曜)

※毎日運転
　7月1日(土曜)
　　～８月３１日(木曜)

※土日のみ運転
　９月１日(金曜)
　　～９月１０日(日曜)

第2・4火曜

赤羽台
けやき公園

※土日祝日のみ運転
　5月1日(月曜)
　　～６月３０日(金曜)

※毎日運転
　7月1日(土曜)
　　～８月３１日(木曜)

※土日のみ運転
　９月１日(金曜)
　　～９月１０日(日曜)

第1・3火曜

志茂四丁目
児童遊園

※毎日運転
　7月２１日(金曜)
　　～８月３１日(木曜)

運転開始時ほか
適宜

ちんちん山
児童遊園

7/21～8/31
（小学校夏季休暇期間)

運転開始時ほか
適宜

　　　　　　　　　

北区岸町2-1-11先
ホームページ非公開、町会が表面清掃、６月
末～９月末にかけて藻の発生抑制のため、水
路によしず３枚かける。

北区西ヶ原4-51-62

都電荒川線 西ヶ原四丁目 徒歩5分

北区堀船2-10-5 

都電荒川線 梶原停留所 徒歩10分

北区王子6-3-45

JR王子駅（北口）

東京メトロ南北線 王子駅（4番出口）

徒歩15分

北区十条台1-2-1

JR王子駅（北口／親水公園口） 徒歩12分

JR十条駅 徒歩10分

北区志茂4-46-6

東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩10分

北区赤羽台1-6-23

JR赤羽駅（西口） 徒歩約10分



公園名称 運転日 清掃日 施設の様子 交通アクセス等

別紙8　水遊びができる公園・児童遊園、観賞用の流れのある公園（令和5年／2023年）

※利用時間は、午前10時から午後4時までです。
※清掃日以外にも、雨天時や電力事情がひっ迫した場合等は、運転を休止することがあります。

名主の滝公園
＜観賞用＞

通年

第２・４月曜(５～10
月)

第４月曜(11～４月)

北区岸町1-15-25
男滝のみ通年(女滝、独鈷の滝、湧玉の滝は
停止中)

音無さくら
緑地

＜観賞用＞
節電のため休止中

適宜(簡易清掃) 北区王子本町1-6先



No. 公園、児童遊園名
清掃人数

(１日当たり)

1 いがしら児童遊園 1

2 上一ふれあい児童遊園 1

3 王子駅前公園 2

4 王子五丁目公園 1

5 王子四丁目公園 1

6 王子六丁目公園 1

7 王子六丁目児童遊園 1

8 大原児童遊園 1

9 音無こぶし緑地 1

10 音無くぬぎ緑地 1

11
音無みずき緑地

音無かつら緑地
1

12 上十条四丁目児童遊園 1

13 上田端児童遊園 1

14 上中里二丁目児童遊園 1

15 上中里三丁目児童遊園 1

16 神谷一丁目児童遊園 1

17 神谷堀公園 1

18 神谷南公園 1

19 岸町二丁目児童遊園 1

20 北谷端公園 2

21 こはら児童遊園 1

22

栄町北児童遊園

栄町南児童遊園

栄町西児童遊園

1

23 地蔵坂下児童遊園 1

24 十条仲原一丁目児童遊園 1

25 十条仲原二丁目児童遊園 1

26 十条野鳥の森緑地 1

27 滝野川五丁目児童遊園 1

28 滝野川菊谷児童遊園 1

29 滝野川公園 2

30 滝野川三丁目公園 1

31 滝野川馬場児童遊園 1

32 田端公園 2

33 田端新町一丁目児童遊園 1

別紙９ 令和５年度 北区シルバー人材センター公園・児童遊園清掃実績(王子・滝野川地区)(50音順)
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No. 公園、児童遊園名
清掃人数

(１日当たり)

別紙９ 令和５年度 北区シルバー人材センター公園・児童遊園清掃実績(王子・滝野川地区)(50音順)

34 田端新町南むつみ公園 1

35 田端台公園 2

36 田端二丁目児童遊園 1

37 道音坂児童遊園 1

38 豊島四丁目児童遊園 1

39 豊島八丁目児童遊園 1

40 豊島五丁目荒川緑地 2

41 豊島五・六丁目公園 1

42 豊島公園 1

43 豊島七丁目北児童遊園 1

44 豊島七丁目南児童遊園 1

45 豊島七丁目児童遊園 1

46 豊島八幡児童遊園 1

47 豊島馬場遺跡公園 2

48 豊島四丁目南児童遊園 1

49 豊島四丁目リバーサイド公園 1

50 中里三丁目児童遊園 1

51 中十条一丁目児童遊園 1

52 中十条公園 1

53 中十条三丁目児童遊園 1

54 名主の滝公園 3

55 注２名主の滝公園児童コーナー 1

56 西中里公園 2

57 白山掘公園 1

58 八幡通り児童遊園 1

59 東王子公園 1

60 東十条二丁目高架下児童遊園 1

61 東田端公園 2

62 東田端二丁目児童遊園 1

63 東豊島公園 2

64 東中里公園 1

65 船方児童遊園 1

66 堀船一丁目いこい児童遊園 1

67 堀船一丁目公園 1

68 堀船一丁目高架下遊び場 1

2



No. 公園、児童遊園名
清掃人数

(１日当たり)

別紙９ 令和５年度 北区シルバー人材センター公園・児童遊園清掃実績(王子・滝野川地区)(50音順)

69 堀船一丁目児童遊園 1

70 堀船公園 1

71 堀船三丁目児童遊園 1

72 堀船第三公園 1

73 堀船第二公園 1

74
堀船二丁目児童遊園

堀船三丁目西児童遊園
1

75 堀船四丁目西児童遊園 1

76 堀船四丁目児童遊園 1

77 堀船緑地 1

78 南橋公園 1

79 南谷端公園 2

80 宮堀児童遊園 1

81 柳田公園 2

82 童橋公園 1

83 西ケ原二丁目児童遊園 1

84 西ケ原三丁目児童遊園 1
注１：秋季の追加時間(落ち葉掃き)があります。

注２：「名主の滝公園児童コーナー(旧プール隣)」も忘れないでください。

3



別紙10 令和５年度 福祉施設公園・児童遊園清掃実績（共通）

No. 地区 公園名 団体名
清掃人数(名)

(１日当たり)

1 王子・滝野川 滝野川公園 飛鳥会 3

2 王子・滝野川 豊島七丁目南児童遊園 王子福祉作業所 1

3 王子・滝野川 東十条一丁目高架下児童遊園 〃 2

4 王子・滝野川 ちんちん山児童遊園 〃 2

5 王子・滝野川 東十条南児童遊園 〃 2

6 王子・滝野川 王子三丁目公園 〃 2

7 王子・滝野川 王子三丁目児童遊園 たいよう事業所 2

8 王子・滝野川 いがしら児童遊園 〃 2

9 王子・滝野川 上中里一丁目児童遊園 ワーク・イン・あすか 3

10 王子・滝野川 旧古河庭園児童遊園 〃 3

11 王子・滝野川 西ケ原一丁目児童遊園 〃 3

12 王子・滝野川 あすか緑地 〃 3

13 赤羽 八幡山児童遊園 あゆみ福祉作業所 3

14 王子・滝野川 王子五丁目児童遊園 〃 3

15 赤羽 赤羽北児童遊園 第二ワークハウスペガサス 2

16 赤羽 赤羽北二丁目児童遊園 〃 2

17 赤羽 赤羽北三丁目児童遊園 〃 2

18 赤羽 赤羽北三丁目第一児童遊園 〃 2

19 赤羽 赤羽緑道公園 赤羽西福祉作業所 ４~６

20 王子・滝野川 西ケ原みんなの公園 飛鳥晴山苑 ３~５



別紙11　北区立公園・児童遊園　美化推進団体一覧(共通)

№ 地区名 公園名 団体名 人数

1 赤羽 赤羽台四丁目公園 赤羽台四丁目わかば会 4
2 赤羽 鶴ヶ丘児童遊園 鶴ヶ丘町会 1
3 赤羽 赤羽台さくら並木公園 さくら保存会 4
4 王子・滝野川 栄町ふれあい公園 栄町親和会 1
5 王子・滝野川 昭和町ふれあい児童遊園 昭和町自治会 1
6 赤羽 志茂四わかば児童遊園 志茂四丁目町会 1
7 赤羽 志茂三丁目小柳川公園 志茂三丁目自治会 2
8 赤羽 志茂三丁目児童遊園 志茂三丁目自治会 1
9 王子・滝野川 王子本町公園 王子本町二丁目町会 2

10 王子・滝野川 滝野川三丁目児童遊園
11 王子・滝野川 四本木児童遊園
12 赤羽 志茂五丁目児童遊園 志茂五水門自治会 1
13 王子・滝野川 田端西台児童遊園 田端西台自治会 1
14 王子・滝野川 ちんちん山児童遊園 岸町二丁目町会 1

2紅葉自治会



公募終了に伴い、「別紙12　令和４年度公園管理費(歳入)(参考)公表HP用」は削除しました。



公募終了に伴い、「別紙12　令和４年度公園管理費(歳出)(参考)公表HP用」は削除しました。
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第１章 総 則 

 

第１節  一 般 事 項 

1.1.1 適 用 範 囲 
1 この緑化維持標準仕様書（以下、「仕様書」という。）は、北区が実施する公園、街路樹、植樹

帯、園庭、学校、庁舎等の植栽の維持管理委託に適用する。 

2 委託業務で行う作業は、本仕様書に定める仕様に従い実施すること。 

3 この仕様書に定めのない事項については、「緑化技術基準」等、区長が定めた基準等による。

その他については、「東京都土木工事標準仕様書」、「土木材料仕様書」を準用する。 

4 同一種別の仕様について、本仕様書の定めと特記仕様書の定めが異なるときは、特記仕様書の

定める仕様に従い実施すること。 

1.1.2 費 用 負 担 
  材料、作業の検査及び官公署への届出手続に必要な費用は、受託者の負担とする。 

1.1.3 法令等の遵守及び手続の代行  
1 作業を実施するにあたり、関係する法令、条例及び規則等を遵守しなければならない。なお、

官公署への届出手続等については、すみやかに処理し、作業の円滑な進ちょくを図ること。 

2 作業を実施するうえで、関係官公署、付近住民、利用者との折衝を要するとき、又交渉要請を

受けたときは、すみやかに監督員と協議し、その決定に従い必要な作業を実施すること。 

1.1.4 軽 微 な 変 更 
  現地の状況などにより、作業位置あるいは方法を部分的に変更するなど、軽微な変更は監督

員と協議のうえ実施すること。 

1.1.5 関係書類の提出 
  受託者は、別に定める様式（請負者等提出書類処理基準）にもとづき、監督員が指定する期

日までに関係書類を提出し、作業を実施するうえで必要となる承認を受けること。 

1.1.6 疑 義 の 決 定 等 
  この仕様書に定める事項及び施行の細目について疑義を生じたとき又はこの仕様書に定めの

ない事項については、監督員と協議のうえ、定めるものとする。 

 

第２節  着 手 

1.2.1 作 業 の 着 手 
作業の着手は原則として、契約確定日以降速やかに行うこと。ただし、作業内容により時期

が指定されている場合は監督員に従う。 

1.2.2 着 手 届 の 提 出 
  受託者は、作業の着手に先立ち、工程表を添付した着手届を提出すること。 
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第３節  作 業 の 適 正 化 

1.3.1 工 程 管 理 
1 受託者は、工程表により適正な施行管理を行うものとする。 

2 現行の工程表に変更が生じた場合は、その都度変更した工程表を提出し、監督員の承認を受け

ること。なお、軽微な変更についてはこの限りでない。 

1.3.2 作業についての事前協議 
特に、作業時期が定められたもの及び、時期を逸すると効果の期待できない作業については、

監督員と事前に協議したうえで、実施すること。 

1.3.3 材 料 一 般 
材料は、すべて監督員の検査を受け、合格したもののみ使用し、不合格品がある場合は、た

だちに搬出すること。 

1.3.4 支 給 材 料 
1 受託者は、支給材料を受けるときは「支給材料請求書」の提出、その他所定の手続きをとる。 

2 受託者は、支給材料を支給場所から現場に運搬し、適正な管理のもとに保管する。 

1.3.5 発 生 材 料 
発生材料は、数量を確認し「発生材報告書」に必要事項を記入したうえで、所定の手続をと

る。発生材の運搬処理については、処理方法が指定されているものを除き監督員に従う。 

1.3.6 作業用機械器具等 
1 作業用の機械器具、道具類は、各作業に適するものを使用すること。 

2 病原菌に侵された部位に使用した器具は、使用後ただちに付着物を拭き取り、アルコール等で

消毒を行い、乾かしてから使用すること。 

1.3.7 現場の安全管理 
1 作業にあたっては、来園者等に危険のないよう充分注意して行うこと。 

2 作業にあたっては、施設、樹木等を損傷しないよう充分注意すること。万一損傷した場合は受

託者の負担で原形に復すること。 

3 受託者は、人身事故、災害又は第三者に損害を与える事故等が発生した場合は、応急処置を講

ずるとともに、事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容等について、遅滞なく監督員

に報告すること。 

1.3.8 作 業 記 録 写 真 
受託者は、監督員より作業記録写真の提出を求められたときは、作業ごとに作業状況写真を

撮影、整理し、監督員の確認を受けること。なお、写真は必要に応じカラー写真とし、作業前、

作業中、作業後の状態をそれぞれ同じ位置、同じ方向から撮影すること。 

1.3.9 作 業 の 確 認 
受託者は、必要に応じて作業内容確認申請書を提出すること。 
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第４節  完 了 

1.4.1 後 片 づ け 
受託者は、作業の完了に先立ち、すみやかに不要材料を整理処分すること。 

1.4.2 作 業 の 完 了 
受託者は、作業完了後すみやかに書類を点検整備し、所定の手続をとること。 

 

 

第２章 園地管理 

 

第１節  一 般 事 項 

2.1.1 植 物 へ の 配 慮 
作業にあたっては、対象植物の特性、活力及び環境条件などを勘案し、生き物としての植物

に対する細心の注意を払って作業を行い、その目的を達するよう努める。 

2.1.2 施 行 時 期 
各作業は天候、育成状態を考慮し、最大の効果が期待できるよう、監督員と協議のうえ進め

る。 

2.1.3 材 料 の 管 理 
  搬入した材料は、損傷、枯損することのないよう、適切に管理する。 

 

第２節  植込地・樹林地管理 

2.2.1 高 中 木 剪 定 
1 剪定の種類 

  イ）基本剪定は、樹木の骨格づくりを目的とするもので、主として冬季剪定に適用し、樹種

の特性に応じ最も適切な剪定方法により行う。大枝の切断面には防腐処理を施す。 

  ロ）軽剪定は樹冠の整正、混み過ぎによる枯損枝の発生防止などを目的とするもので、主と

して夏期剪定に適用し、切詰め、枝抜き等を行う。骨格枝の枝下し、切返し剪定は行わな

い。 

2 剪定の方法 

剪定を行うにあたっては、監督員と事前協議を行ったうえで、基本剪定もしくは軽剪定を行

う。なお、使用車両、剪定日等についても、事前に監督員と協議を行うこと。 

  剪定の方法については、「緑化技術基準第３章Ⅱ－１剪定」による。 

2.2.2 低 木 手 入 
樹木の特性に応じて切詰め、中すかし、枯枝の除去などを行う。その他は高中木剪定に準ず

る。 
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2.2.3 生 垣 手 入 
1 冗枝、徒長枝等を剪定し、枝の整理を行った後、一定の幅を定めて両面を刈込み、天端をそろ

える。 

2 枝葉の疎らな部分には、必要に応じて枝の誘引を行う。枝の結束にはシュロ縄を用いる。 

3 １回目の刈込みの際に、一度に刈込まないで、数回の刈込みを通して、徐々に刈地原形に仕立

てていく。特にヒノキ、サワラのように不定芽の発生しにくいものは注意深く行う。 

2.2.4 刈込み、整形仕立て  
1 枝の密生した箇所は中透かしを行い、刈地原形を充分考慮しつつ、樹冠周縁の小枝を輪郭線を

作りながら刈込む。 

2 裾枝の重要なものは、上枝を強く、下枝を弱く刈込む。又針葉樹については萌芽力を損なわな

いよう、樹種の特性に応じ、充分注意しながら芽つみ等を行う。 

3 大刈込は、各樹種の生育状態に応じ、刈地原形を充分考慮しつつ刈込む。又植込み内に入って

作業する場合は、踏込み部分の枝条を損傷しないよう注意し、作業終了後は枝がえしを行う。 

2.2.5 花 木 剪 定 
花木類については、花芽の分化時期と着生位置に注意して剪定を行うこと。 

2.2.6 施 肥 
 定められた施肥量を肥料、施肥の種類（元肥、追肥等）及び各樹木の特性に応じて最も効果

が期待できるよう施肥方法について監督員と協議する。 

2.2.7 除 草 
1 既存植物をいためないよう、除草ホークなどを用いて根ごと取り除く。 

2 抜きとった雑草は、毎回指定箇所に集積し、まとめて処理するとともに、除草跡はきれいに清

掃する。 

2.2.8 病 虫 害 防 除 
1 病虫害発生の早期発見に努める。発見された場合は、監督員と事前協議を行った上で、物理的防除

または農薬による防除を行う。防除の方法は「緑化技術基準第３章Ⅱ－３病虫害防除」による。た

だし、樹林地管理においては、物理的防除を原則とする。 

2 物理的防除 

  幼令期の害虫が付着している枝葉の幼虫を落下させないよう注意深く当該部の枝葉を切り取

り、すみやかに指定場所に処分する。 

3 農薬による防除 

イ）用いる農薬は人体影響を考慮し、ピレスロイド系を優先する。ただし、対象樹木や対象害

虫によってはこの限りではない。 

ロ）薬剤の使用に際しては、農薬取締法等の農薬関連法規及びメーカー等で定めている使用安

全基準、使用方法を遵守する。 

ハ）農薬は指定の濃度に正確に稀釈混合し、最小限の範囲内で散布する。 

ニ）農薬を散布する場合は、周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬につい

て配慮し、事前周知に努める。 

ホ）散布に際しては、来園者をはじめ周囲の対象物以外のものにかからないよう充分注意し

て行う。 
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2.2.9 樹 木 灌 水 
1 移植後３～５年までの樹木については、夏季に必要に応じ、監督員と協議のうえ、灌水を行う。 

2 乾燥によって樹勢の落ちている樹木については、監督員と協議のうえ、随時灌水を行う。 

2.2.10 控 木 取 替 等 
1 控木の撤去等が必要な場合は、監督員と事前に協議したうえで、控木取り外しまたは結束直し、

取り替を行う。撤去等の方法は「緑化技術基準第３章Ⅱ－６控木取替等」による。 

2 控木の再取付けにあたっては、「東京都土木工事標準仕様書４．４．２保護及び養生」に準じ

て行う。  

2.2.11 枯損木・危険木処理  
1 枯損木の伐採にあたっては、周辺樹木、施設物等を損傷しないよう注意深く行う。又周囲の芝

生等は必要に応じて、シートを覆せるなど保護処置を行う。 

2 切株は、出来るだけ地際より処置すること。 

3 伐採した樹木は枝払いし、一定の長さに切断した後、指定箇所に処理すると共に、周囲はきれ

いに清掃する。 

 

第３節  芝生地・草地管理 

2.3.1 刈 込 み 
1 刈込みは、芝生地・草地内にある樹木、株物、施設等を損傷しないよう注意し、刈むら、刈残

しのないよう均一に刈込む。 

2 刈込高は監督員と協議する。 

3 刈りとった茎葉等は指定箇所に集積し、まとめて処理するとともに、刈跡はきれいに清掃する。 

4 縁切りは、監督員と協議のうえ、対象灌木施設等にほふく茎が侵入しないよう、灌木類にあっ

ては、樹冠より１０㎝内外の幅で垂直に切り込む。 

2.3.2 施 肥 
  所定の施肥量を芝生面にむらのないよう均一に散布する。 

2.3.3 除 草 
1 芝生をいためないよう、除草ホークなどを用いて根より丁寧に抜きとる。 

2 抜きとった雑草は、毎回指定箇所に集積しまとめて処理するとともに除草跡はきれいに清掃す

る。 

2.3.4 目 土 か け 
1 目土は植物の根、ガレキ、赤土等がないものとし、必要に応じてふるい分けした目土用土を用

いる。土壌改良材及び肥料を混入する場合は指定の混入率となるよう入念に混合する。 

2 目土用土は、指定の厚さにとんぼ等を用いて、むらなく均一にすり込む。なお、芝生面に不陸

がある場合には、不陸整地を勘案しながら行う。 
2.3.5 ブ ラ ッ シ ン グ 
1 匍匐茎や根などを切断すると共に、茎葉の間の枯葉枯茎（サッチ） を除去し、更新を促すた

め、レーキやホーク等で引っかく。 
2 発生した枯葉枯茎等は毎日指定箇所に集積し、まとめて処理するとともに、跡はきれいに清掃
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する。 

2.3.6 エアーレーション 
1 芝生土壌の硬化を防止するためにエアーレーション器具又は機械により土壌が膨軟となるよ

う効果的に行う。 

2 穴及びカッティングの深さ間隔等は監督員と協議する。 

2.3.7 補 植 
1 補修箇所を大きめに形を整えて切り取り、深さ１５㎝程度まで床土を交換するか、土壌改良を

施したうえ沈下防止の為よく転圧する。 

2 張芝にあたっては、周囲と同じ高さになるよう調整し転圧、目土を施し、よく灌水する。 

 

第４節  花 壇 管 理 

2.4.1 材 料 一 般 
  花苗は、発育良好で病害虫に侵されていないもとし、あらかじめ植え出しに耐えるよう栽培

され、細根の多く発生している、徒長していない整一な型姿のものを使用する。球根はよく充

実し、傷がなく、病害虫に侵されていないものとする。 

2.4.2 地 拵 え 
1 古株、雑草等は根より掘り起こし、土を払った後、指定箇所に運搬処理する。 

2 肥料を施す場合には、指定の施肥量を、花壇面に均一にまき、くわ、レーキなどにより床土と

よく混合する。 

2.4.3 植 え つ け 
  植えつけは、監督員の指示するデザインに従い、花壇面にあらかじめヒモ又は石灰等でデザ

インを下取りし、所定の苗数を密度にむらのないようしっかりと植えつける。 

2.4.4 除 草 、 灌 水 
除草及び灌水は天候、土壌状態に注意し、無駄なく、しかも時期を失しないよう監督員と連

絡を密にして行う。 

2.4.5 施 肥 
1 元肥は、花壇面に指定の施肥量を均一にまき、くわ、シャベル等により床土の中によくすき込

む。 

2 追肥は、肥料の種類及び植物の生育状態に応じ、監督員と協議のうえ、最も効果的な方法によ

り行う。 

2.4.6 病 虫 害 防 除 
第２節病虫害防除の薬剤防除に準ずる。 

2.4.7 そ の 他 
1 花壇縁取り及び修景用低木、花木等は第２節植込地・樹林地管理の諸手入に準じて行う。 

2 花壇内の芝生管理については、第３節芝生地・草地管理に準じて行う。 

3 その他は「緑化技術基準第３章Ⅳ－３花壇管理」参照。 
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第３章 街路樹・植樹帯管理 

 

第１節  一 般 事 項 

3.1.1 交 通 へ の 配 慮 
1 受託者は、路上で作業中交通の妨害となる行為、その他、公衆に迷惑を及ぼす行為のないよう、

次の事項を守り、交通及び保安上十分な注意をすること。 

  イ）交通及び保安に関係ある作業については、関係官公署の指示事項を遵守し、十分な施設

をすること。 

  ロ）作業の実施のため、交通を禁止し、又は制限する必要があるときは、区係員の承認を得

てから関係官公署の許可により、必要な箇所に指定の表示をし、危険防止柵などを設置し、

現場の保安警戒に十分注意すること。 

  ハ）作業区域内に車輌又は歩行者の通行があるときは、これらの交通に十分な施設をすると

ともに、監督員の指示により交通整理員をおくこと。 

3.1.2 通 常 手 入 
  受託者は、街路樹、植樹帯の管理については刈込み、施肥、補植、枯損株撤去、芝生手入、

病虫害防除、除草剤散布、除草等は、第２章園地管理の各項に準じる。 
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 別紙 15 リバーサイドスクエア管理仕様書 

 

 総  則 

(1) 指定管理者は、本仕様書、北区緑化維持標準仕様書及び関係法令（労働基準関係法令等を含む）

について遵守し履行すること。 

(2) 本作業実施にあたり、指定管理者は「造園施工管理技士」及び「街路樹剪定士」を配置すること。

また、クレーン・デリック運転士限定免許（クレーン及び床上運転式クレーン）資格者またはク

レーン・デリック運転士免許資格者を配置すること。 

(3) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、北区と協議すること。 

(4) 北区からの連絡に対しては、迅速な処理を行うとともに、早急に結果を報告すること。 

(5) 指定管理者は本仕様による管理作業計画書を作成し、北区の承認を得ること。また、この中に緊

急連絡体制について必ず明記しておくこと。 

(6) 指定管理者は、作業に用いる機材及び薬剤等について、事前に北区の承認を得ること。 

(7) 指定管理者が他の施設に損失を与えたときは、指定管理者の責任において速やかに原状に復する

こと。 

(8) 指定管理者は、毎月の業務日報の報告を翌月の当初に提出するとともに、翌月の業務予定表も併

せて提出すること。 

(9) 作業中の事故等は、指定管理者の責任において処理すること。 

また、事故等の経緯については、事故発生後速やかに北区に報告しなければならない。 

(10) 管理区域内で緊急事態が発生したときは、直ちに関係機関に通報するとともに、北区に報告する

こと。 

(11) 指定管理者は、作業従事者の服装や行動について、公園利用者等に不快感を与えないよう配慮す

ること。また、指定管理者は、公園管理者の代行であることを認識して、真摯な対応で公園利用

者に接すること。 

 

水流発生装置管理 

(1) 作業内容 

① 区指定の荷役施設（以下、「施設」という。）によって水流発生装置（以下、「浄化装置」とい

う。）の引き上げ作業及び吊おろし作業を行うこと。 

② 引き上げ作業は、浄化装置の運転の停止、係留ワイヤーの緊張が解ける高さまでの引き上げ、係

留ワイヤーの延長、陸上へ据付けの順序によって行うこと。 

③ 吊おろし作業は、引き上げ作業と逆の順序によって行うこと。 

④ 施設の操作にあたっては、周辺環境に配慮し、騒音が生じないように努めること。 

⑤ クレーン等安全規則等の諸法令を遵守すること。 

⑥ 施設の操作は、施設に設置した操作所において、河川や河川利用、背後地の状況等を目視で確認

しながら行うこと。（以下、「機側操作」という。） 

⑦ 区指定場所において、水位の監視を行うこと。 
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⑧ 施設操作前には点検を行い、結果を記録・保管しておくこと。記録した内容は毎月、区へ報告す

ること。点検内容及び報告は別紙「クレーン日常点検」による。 

⑨ 作業を行わない日程は北区と協議の上決定すること。 

(2) 施設操作条件 

① 石神井川流域部に属する北区、練馬区、板橋区、小平市、西東京市のいずれかの地域において気

象庁発表による大雨注意報または大雨警報が発令されたとき、もしくは17時から翌9時までの間

は、施設の操作によって浄化装置を陸上へ引き上げること。 

② 溝田橋観測所において測定した石神井川の水位（以下「溝田橋水位」という。）がA.P.3.00メー

トルを超えた場合は、浄化装置を陸上へ引き上げること。 

③ 浄化装置を再び水面に設置する場合は、溝田橋水位がA.P.1.20メートル以下かつ①以外のときと

する。 

④ 施設を操作する場合は、開始時及び完了時に北区へ報告すること。報告方法は北区との協議によ

り決定する。 

⑤ 北区からの指示があったときには、浄化装置を陸上へ引き上げること。 

⑥ 溝田橋水位がA.P.4.00メートルを超えたときは、機側操作を行っている操作員（以下「機側操作

員」という。）は退避すること。また、機側操作員は、状況から危険を察知した場合には、北区

に退避の指示を求めることができる。ただし、緊急を要する場合には、退避後に報告すること。 

⑦ 事故その他やむを得ない事情がある場合は、必要の限度において、(1)以外の方法により施設を

操作することができるものとする。 

(3) 引き上げ時間の指定 

① 浄化装置の引き上げは、連絡を受けてから北区へ完了報告するまでを引き上げとし、所要時間を

80分以内とする。 

(4) 安全管理 

① 施設の操作中を含め、業務関係者以外の者の立ち入りを禁止すること。 

 

 その他の管理（石神井川RSS・右岸管理地） 

(1) 簡易な清掃を含む巡回を適宜行うこと。 

(2) 管理地内は、適宜除草を行うこと。 

除草した草については、他のものが混入しないように透明ビニール袋に袋詰めして、中央公園緑の

リサイクル施設へ運搬、集積すること。少量の場合には、公園内のごみ集積所へ運搬すること。 

(3) 投げ込まれたビンやカン及び包装紙や雑誌等の紙類、発泡樹脂系のカップや皿、ビニール類につい 

ては、全て拾い上げ、分別すること。なお、リバーサイドスクエアでの作業時は天候等を確認し、

安全を確保した上で作業を行うこと。 

 (4) 石神井川管理通路下の貯留槽清掃を適宜行うこと。 




